
平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４６ 

要  望  内  容 回     答 

 

分野別要求項目 

一 福祉，医療の充実を 

◆介護保険制度の抜本的な改善，高齢者福祉施策の充実

を 

46 介護保険制度について，国に対し次のことを求める

こと。 

・訪問介護，福祉用具の利用制限などの「介護とりあ

げ」を行なわないこと。 

 

 

・介護報酬とは別枠で公費を投入し，介護労働者の月４

万円賃金引き上げをすみやかに実施すること。施設の

人員配置基準の２対１への改善や，介護労働者の正規

雇用化など労働条件の抜本的改善にとりくむこと。 

 

・ケアマネージャー１人あたりの受け持ち基準を見直

し，報酬を引き上げること。 

 

 

 

 

 

・保険料の年金からの天引きをやめること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

○ 訪問介護や福祉用具貸与等のサービスの利用に当たっては，それぞれの利用者の

生活実態を勘案した個別のケアマネジメントの下，適切にサービス提供できている

ものと認識しております。 

 

○ 介護労働者の処遇改善については，現在，実施されている介護職員処遇改善交付

金制度が終了する平成２３年度以降も，継続して処遇改善に取り組んでいく方針を

前厚生労働大臣が示されていることから，その具体的方策については，今後の国の

動向を注視するとともに，必要に応じて，国に対して要望して参ります。 

 

○ 介護支援専門員の担当件数については，４０件以上となる場合に全ての件数に逓

減制が適用されていましたが，平成２１年４月の介護報酬改定により，介護事業所

の経営改善を図る観点から，超過部分にのみ適用されることに改められ，また，居

宅介護支援業務に係る各種加算が新たに創設されたところです。 

本市としては，今後とも介護支援専門員が期待される役割を十分果たせるよう，

働きやすい環境整備の構築を国に対して要望して参ります。 

 

○ 年金からの特別徴収は，保険料納付手続きの簡素化，未納発生による自己の加入

する保険財政の不安定化の防止，負担の公平性の確保等の被保険者にとってのメリ

ットに加え，保険者にとっても，保険料徴収の確実性・効率性等の面で有意義なも

のです。一定額を下回る年金からは特別徴収を行わないことにより，低所得の方へ

の配慮も行っており，特別徴収制度は制度の安定運営のためには不可欠なものであ

ると認識しております。 

（次ページに続く） 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４６ 

要  望  内  容 回     答 

・施設等での居住費や食費などを保険給付の対象に戻す

こと。軽減措置を大幅に拡充すること。 

○ 在宅生活の方との公平性を保つために，施設入所者には居住費・食費の負担をお

願いする必要があると考えております。低所得者に対しては，居住費･食費の負担

額に上限額が設定されております。更なる軽減措置の拡充については，国の責任に

おいて，全国一律の考え方に基づき適切な措置が取られるべきであり，必要に応じ

て国に対して要望して参ります。 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４７ 

要  望  内  容 回     答 

 

47 介護保険制度について，以下の項目について独自に

改善をはかること。 

・保険料・利用料の負担を軽減すること。当面，減免制

度の大幅拡充をはかること。 

 

 

 

 

 

・施設等での居住費や食費など利用者負担に対し，軽減

措置をさらに拡充すること。 

 

 

・介護サービスの質を守り，施設の安定運営と介護職員

の労働条件を改善させるため，京都市独自の責任と役

割を果たすこと。 

 

 

・地域包括支援センターへの委託金の増額，体制の整備

をはかること。事務職員人件費を継続・拡充するこ

と。福祉事務所ケースワーカー・保健センター保健師

との相互連携を強めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 介護保険制度は全国一律の制度であり，保険料の負担軽減の拡充については，基

本的には国の責任において，全国一律の考え方に基づき適切な措置が取られるべき

であると考えております。 

本市における第１号被保険者の保険料については，第４期から，９段階（実質 

１０段階）の多段階化を図っており，また，本市独自の保険料減額制度の対象範囲

を拡大しております。 

 

○ 利用料についても，基本的には国の責任において，全国一律の考え方に基づき適

切な措置が取られるべきであると考えており，施設等における居住費や食費などの

利用者負担についても，必要な措置が図られるべきであると考えております。 

 

○ 介護保険施設については，基本的に介護報酬により運営されるべきものであるこ

とから，既に実施している民間社会福祉施設援護費以外の支援については検討して

おりません。なお，軽費老人ホーム等については，引き続き必要な支援を行って参

りたいと考えております。 

 

○ 地域包括支援センターの運営については適切な法人に委託しており，担当圏域内

の高齢者人口及び単身高齢者世帯数に応じた職員体制に見合った基本委託料のほ

か，介護予防普及啓発に係る委託料及び二次予防事業対象者に係る介護予防ケアプ

ラン件数に応じた委託料を支払っております。これらの委託料については年々拡充

してきており，他都市と比較しても遜色ないものと考えております。 

 

○ また，国の経済危機対策（平成２３年度末終了）を活用して平成２１年度から配

置している事務職員については，国の定める要領の範囲内で適切に取り組んで参り

ます。 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４７ 

要  望  内  容 回     答 

 

 

 

 

・車イスや特殊寝台など軽度認定者への福祉用具を貸与

する助成制度を創設すること。 

 

 

 

・昼間独居の生活援助や医療機関への通院・院内介助等

の利用条件を緩和し，ケアマネージャーが必要と認め

た介護は保障すること。 

 

・特別養護老人ホーム入所待機者の実数と実態を把握

し，待機者解消のために介護基盤の整備をはかるこ

と。生活保護受給者，低所得者が新型特別養護老人ホ

ームに入所できるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 福祉事務所，保健所との連携については，各区・支所単位で実施している「地域

包括支援センター運営協議会」及び「地域包括支援センター運営会議」等での協議

を通じて，より密接な連携に努めて参ります。 

 

○ 軽度認定者であっても，真に必要とされている方には福祉用具の貸与サービスが

提供されているものと認識しております。その他の方に対象を拡げるためには，市

町村特別給付として実施する必要があり，第１号被保険者の保険料で賄うこととな

り，実現は困難です。 

 

○ 生活援助や通院・院内介助等のサービス提供の可否は，それぞれの利用者の生活

実態や心身の状況等を勘案した個別のケアマネジメントの下，居宅サービス計画に

基づき，適切にサービス提供できているものと認識しております。 

 

○ 本市では，「第４期京都市民長寿すこやかプラン」に定める特別養護老人ホーム

整備計画策定の基礎資料として，特別養護老人ホーム入所必要者数の推計値を算出

しており，平成２１年度に厚生労働省が行った実数調査と比較しても大きな差は生

じておりません。今後とも，本整備計画に基づき，基盤整備の着実な推進に努めて

参ります。 

 

○ 平成２２年度においては，高齢者の生活実態及び意識等に関する動向を把握し，

平成２３年度に予定している「第５期京都市民長寿すこやかプラン」策定の基礎資

料とするため，アンケート調査を実施することとしており，同調査から入所必要者

数についても推計して参ります。 

 

○ 低所得の方に対する介護サービスの利用者負担の軽減については，国の定める基

準に沿って実施しております。低所得の方に対する支援については，基本的には国

の責任において適切な措置が取られるべきものであり，引き続き，国に対して要望

して参ります。 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４７ 

要  望  内  容 回     答 

・養護老人ホームを増設すること。 

 

 

 

・小規模多機能型居宅介護をはじめ，地域密着型サービ

スを計画的に整備・拡充し，財政支援を強めること。 

○ 養護老人ホームへの入所が必要な方についは，市内施設への入所措置はもと  

より，必要に応じて市外施設への入所措置も行うことができており，現在，市内 

養護老人ホームの必要数については充足していると考えております。 

 

○ 小規模多機能型居宅介護をはじめとする地域密着型サービス事業所については，

第４期京都市民長寿すこやかプランに基づき，引き続き計画的に整備して参りま

す。 

 

○ また，介護基盤整備のため設置された京都府基金を活用し，施設整備等の助成に

努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・地域包括支援センター運営事業        ８７４，９８８千円 

・地域包括支援センター運営事業（二次予防事業対象者把握） 

                       ２３５，４００千円 

・地域包括支援センター運営協議会等事業     １０，６３５千円 

・地域包括支援センター地域連携支援事業     ５２，８００千円 

・認知症グループホーム「龍池（仮）」整備助成  ４６，２００千円【新規】 

・認知症グループホーム「二条城北（仮）」開設準備経費助成 

                        １６，２００千円【新規】 

・認知症グループホーム「壬生（仮）」開設準備経費助成 

                        １０，８００千円【新規】 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４８ 

要  望  内  容 回     答 

 

48 高齢者いきいき銭湯助成事業を復活させること。配

食サービスの対象に昼間独居世帯を戻すこと。すこや

かホームヘルプサービスや入浴サービスなど，介護保

険外の高齢者福祉施策を継続し，充実させること。 

 

○ 高齢者いきいき銭湯助成事業については，介護保険制度開始後，デイサービス事

業を行う施設が年々増加しており，高齢者の身近な地域で入浴サービスが利用しや

すくなっていることから平成１５年度末で廃止したものであり，当事業の役割は終

えたものと考えております。 

 

○ 配食サービス事業については，栄養バランスのとれた食事を提供し，安否確認を

行うことを目的としている事業であるため，これまでどおり，要支援・要介護認定

を受けた高齢者世帯又は身体状況等により買物及び調理ができない方が同居者であ

る世帯等を対象として，事業を実施して参ります。 

 

○ 介護保険以外の高齢者福祉施策については，高齢者が住みなれた地域で可能な限

り在宅生活を継続できるよう，生活支援や介護予防につながるサービスの提供な

ど，引き続き充実に努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・入浴サービス助成事業              ８，０６６千円 

・配食サービス事業              １５１，７３１千円 

・配食サービス事業（６０～６４歳）        １，６８９千円 

・すこやか生活支援介護予防事業         １６，７２６千円 

・すこやか生活支援介護予防事業（６０～６４歳）  ２，９７５千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ４９ 

要  望  内  容 回     答 

 

49 年金受給資格を10年へ短縮し， 低保障年金制度の

創設で無年金の解消・低年金の底上げをはかるよう国

に求めること。消えた年金問題の早期解決を国に求め

ること。 

 

○ 低保障年金制度の創設については，国に対して，本市を含む全国都市国民年金

協議会でその要望を行っているところです。今後，年金制度全般にわたり見直しが

行われていくことから，その動向について注視して参りたいと考えております。 

 

○ 年金記録問題については，現政権で「国家プロジェクト」として２年間集中的に

取り組むこととされております。本市としても，国と連携して，年金記録問題の解

決に向けて取り組んでおります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２２年７月 大都市民生主管局長会議の「平成２３年度 社会福祉関係予算に

関する提案」により要望 

 平成２２年７月 政令指定都市国保・年金主管部課長会議の「国民年金に関する要

望書」により要望 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５０ 

要  望  内  容 回     答 

 

50 高齢者に就労の機会を保障すること。 

 

○ 高齢者がこれまで家庭，地域，職場の各分野で長年にわたり培ってきた知識，経

験や技術等を充分に生かせるよう，自らの希望や能力に応じて，臨時的・短期的な

就業機会を提供している社団法人京都市シルバー人材センターに対する支援を行っ

ており，今後も更なる事業拡大に向けた支援を続けて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・シルバー人材センター運営補助等 ７４，４８１千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５１ 

要  望  内  容 回     答 

 

51 老人クラブへの助成金を増額すること。単位老人ク

ラブの事業に対するいっそうの支援を行うこと。高齢

者の生きがい対策を強めること。老人クラブハウス，

老人園芸ひろば等実情にあわせて箇所数を増やすこ

と。 

 

○ 単位老人クラブへの助成金については，国において平成２１年６月１５日付で

「老人クラブ活動等事業実施要綱」が改正され，従来５０人以上であった単位老人

クラブの構成人員数が３０人以上に引き下げられました。 

 

○ 本市においても改正の趣旨を踏まえ，平成２２年度から，これまで一律であった

補助額を会員数の規模に応じ，少人数クラブへの助成を新設し，併せて，大人数ク

ラブへの助成を充実したところであり，引き続き，単位老人クラブへの支援を行っ

て参ります。 

２１年度 ２２年度～ 

３０～４９人 １，９４０円／月 

５０～７９人 ３，８８０円／月 ５０人以上 ３，８８０円／月

８０人以上 ５，８２０円／月 

 

○ 老人クラブハウスについては，団塊の世代が高齢期に差しかかり，生きがいのあ

る生活や社会参加を望む元気な高齢者の増加と活動形態の多様化に伴う高齢者の身

近な活動の場の確保の必要性がますます高まっていくことから，今後とも老人クラ

ブハウスの増設に向けた支援に努めて参ります。 

 

○ 園芸ひろばについては，民営による貸農園が増加し，また，平成２３年度には市

営市民農園の開設を予定する等，老人園芸ひろば以外においても高齢者が農作業に

親しめる環境が整ってきており，老人園芸ひろばの拡充の予定はございません。 

 

（平成２３年度予算額）  

・老人クラブ助成事業等   ８２，１６３千円 

・老人クラブハウス助成事業  ７，１８０千円 

  



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５２ 

要  望  内  容 回     答 

 

52 敬老乗車証は無料で交付すること。全ての地域で共

通化すること。 

 

○ 現在の本市の厳しい財政状況及び急速な高齢化に伴い事業費が増加する中で，

大限の努力をして制度の維持を図っているところであり，負担金を無料に戻すこと

は極めて困難です。 

 

○ 敬老乗車証については，低成長，少子高齢化時代においても持続可能となるよ

う，対象者や負担のあり方，民営バス地域の拡大等，総合的な制度の見直しについ

て引き続き検討して参ります。 

  

（平成２３年度予算額） 

 予算額（千円） 

歳出 ４，７４６，１７０ 

交通局繰出金 ３，８４４，０００ 

撤退地域 ６８１，０４１ 

民バス １５０，４２９ 

京北地域 １，０４０ 

内

訳

証更新事務費 ６９，６６０ 

歳入（負担金） ５９２，５４０  



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５３ 

要  望  内  容 回     答 

 

◆福祉・子育て支援の充実を 

53 障害者施設・事業者が安定的に運営できるように報

酬単価の抜本的な見直しと収入減につながる日割り計

算方式の撤回を国に求めること。 

 

 

○ 施設の運営安定化のための措置については，これまでから他都市とも連携し，国

に対して要望を行ってきたところであり， 平成２１年４月に報酬改定が実施され

ております。 

今後も国に対して，報酬単価改定の状況を把握し，引き続き良質な人材の確保を

含め事業者の経営実態に見合う報酬水準とするよう要望して参ります。 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５４ 

要  望  内  容 回     答 

 

54 障害者地域生活支援センターは，各行政区に設置

し，相談や支援体制を強めること。 

 

○ 障害のある方の相談については，公的施策の利用に係るものだけでなく，日常生

活を営むうえで生じる様々な相談にも応じることができるように，障害者地域生活

支援センターを地域の身近な相談機関として，市内に１５箇所設置し，運営してお

ります。 

平成２０年度から，市内の５圏域ごとに障害者地域生活支援センターを事務局

に，福祉事務所，保健センター及びサービス提供を行う事業所で構成する障害者地

域自立支援協議会を設置し，各地域のネットワーク構築に取り組んでおります。ま

た，市域を総括する京都市障害者自立支援協議会を設置し，行政区を超えた支援体

制の強化を図っております。 

 

（平成２３年度予算額） 

・障害者地域生活支援センター運営事業 ３８１，１４１千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

１ 障害者地域生活支援センターの設置運営 

・市内に１５箇所設置（市内５圏域に分け，１圏域ごとに３箇所） 

・身体・知的・精神の３障害対応 ５箇所，身体・知的の２障害対応 ５箇所， 

精神障害のみ対応 ５箇所 

２ 障害者自立支援協議会 

・地域協議会…毎月，運営会議を実施。必要に応じて支援会議や全体会議を開催 

・市協議会…第１回（平成２１年１月開催），第２回（平成２１年９月開催）， 

      第３回（平成２２年１２月開催） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５５ 

要  望  内  容 回     答 

 

55 障害者へのサービス低下を引き起こさないよう応益

負担方式をやめ，施設・事業者への直接支援を強める

こと。障害児通園施設，児童デイサービスへの支援を

さらに強めること。 

 

○ 平成２２年１２月に障害者自立支援法が一部改正され，利用者負担については，

原則として，家計の負担能力に応じたものとされ，平成２４年４月１日から施行さ

れることになっております。本市独自の利用者負担軽減策等である「新京都方式」

につきましては，引き続き実施して参ります。 

 

○ 親子通園を実施している障害児通園施設等の療育水準の向上を図るため，平成 

２１年度に充実した運営補助について，取組を継続して参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」の継続 ２６２，９８６千円 

＜内訳＞利用者負担の軽減               ２０９，５０９千円 

      グループホーム・ケアホーム運営安定化事業     ３，９７７千円 

      就労支援等新体系移行支援事業          ４９，５００千円 

・障害児通園（児童デイサービス等）事業運営補助      ５３，６８９千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５６ 

要  望  内  容 回     答 

 

56 精神障害者の社会復帰・家庭復帰支援事業の取り組

みを強化すること。 

 

○ 本市では，精神障害のある方の社会復帰を支援するため，こころの健康増進セン

ターにおいて，精神科病院への長期（１年以上）入院患者を対象とした精神障害者

退院促進支援事業をはじめ，就労準備デイ・ケア及び精神障害者社会適応訓練事業

等を実施しております。今後も当該事業等の周知を図り，利用者及び協力事業所の

増加を図るなど，精神障害のある方の支援に努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・精神障害者地域移行支援事業（旧 精神障害者退院促進支援事業） 

                         ９，５００千円 

・就労準備デイ・ケア事業             ８，２６４千円 

・精神障害者社会適応訓練事業           ８，４４０千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成 ９年度 こころの健康増進センターを開設 

平成１７年度 精神障害者退院促進支援事業を試行実施(平成１８年度本格実施) 

平成１８年度 従来の精神科デイ・ケアを就労準備デイ・ケアへ移行 

平成１９年度 精神障害者退院促進支援事業の実施主体が京都府へ移管される 

※平成２３年度から国の要綱改正により実施主体を本市へ再移管す

る（精神障害者地域移行支援事業） 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５７ 

要  望  内  容 回     答 

 

57 ＪＲ料金の割引，重度心身障害者医療費助成制度，

重度障害老人健康管理費支給制度について精神障害者

も対象とすること。 

 

〇 ＪＲ料金の割引等運賃割引については，現在身体障害者，知的障害者が割引の対

象となっており，精神障害者については対象となっておりません。今後とも精神障

害者についても対象となるよう積極的に働きかけて参ります。 

 

○ 精神障害者を重度心身障害者医療費助成制度及び重度障害老人健康管理費支給制

度の対象とすることについては，本市の厳しい財政状況において，本市単独で対象

者を拡大するのは極めて困難な状況です。 

 

（平成２３年度予算額） 

・重度心身障害者医療費助成制度  ２，０１０，０８５千円 

・重度障害老人健康管理費支給制度 １，４９３，９４８千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５８ 

要  望  内  容 回     答 

 

58 福祉タクシーの助成料金は，一枚で初乗り料金を確

保できるよう改善し，福祉乗車証と併用できるように

すること。 

 

○ 本事業については，これまで，交付対象者の拡大や制度を安定的持続的に運営す

るための見直しを行ってきており，助成額の増額や福祉乗車証との併用について

は，財政負担増を伴うため困難であると考えておりますが，利用状況等を注視しつ

つ，よりよい制度運用ができるよう努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・重度障害者タクシー料金助成事業 ２０５，５３０千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２２年１０月 交付対象者拡大（精神障害保健福祉手帳１級）  

助成額の見直し 

・利用券１枚当たり小型基本料金相当額→５００円 

・利用券１乗車１枚使用→ 大２枚まで使用可 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ５９ 

要  望  内  容 回     答 

 

59 共同作業所及び小規模授産施設の運営費，施設整備

費をさらに増額すること。障害者自立支援法に基づき

新サービスへ移行しない作業所についても，市補助金

の削減をおこなわないこと。 

 

○ 地域活動支援センター（共同作業所）及び小規模通所授産施設については，地域

における身近な福祉的就労の場として大きな役割を担っていただいており，小規模

通所授産施設については，障害者自立支援法の経過措置で認められた新体系事業所

への移行期限である平成２３年度末までは，引き続き補助を継続して参ります。 

 

○ また，地域活動支援センター（共同作業所）については，将来にわたって安定的

で質の高いサービスが提供できる新体系事業所へ移行していただくのが基本であ

り，移行に向けた支援を積極的に行って参ります。 

なお，本市の厳しい財政状況の下，運営費及び新体系事業所への移行に係る整備

助成の増額は困難です。 

 

（平成２３年度予算額） 

・地域活動支援センター等運営助成事業（身体・知的） 

【心身障害者通所援護事業】            ２４０，４９３千円 

 ・地域活動支援センター等運営助成事業（精神） 

【精神障害者通所訓練事業】            ３３０，１０９千円 

 ・就労支援等新体系移行支援事業           ４９，５００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 昭和５３年 京都市心身障害者通所援護事業の開始 

 昭和６０年 京都市精神障害者通所訓練事業の開始 

 平成１９年 京都市就労支援等新体系移行支援事業の開始 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６０ 

要  望  内  容 回     答 

 

60 醍醐和光寮の法人への移行にあたっては，利用者の

処遇の後退がないよう万全を期すこと。 

 

○ 旧醍醐和光寮については，平成２２年４月に，社会福祉法人南山城学園に運営を

移行し，現在は，法人職員が主体となって利用者支援を行っております。 

なお，運営移行に当たっては，利用者一人一人の状況に応じたきめ細やかな引継

ぎを行うため，平成２１年度途中から引継を開始するとともに，運営移行後１年間

は，本市職員を引き続き配置するなど，万全の体制を致しております。 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１９年１０月 「醍醐和光寮再整備基本構想」の策定 

平成２０年 ４月 再整備事業実施法人を（福）南山城学園に決定 

平成２１年 ７月 本市と南山城学園が現和光寮利用者の引継ぎに係る協議を開始 

平成２１年 ８月 醍醐和光寮建替え工事着工 

平成２２年 ４月 南山城学園に運営を移行 

平成２２年 ６月 一部開所 

平成２３年 ５月 全面開所予定 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６１ 

要  望  内  容 回     答 

 

61 保育料を値下げすること。第三子以降は保育料を無

条件で無料にすること。減免制度を拡充・周知するこ

と。 

 

○ 本市の保育所保育料については，これまでから国の徴収基準を大幅に下回る設定

を行い，保護者の負担を軽減しております。現在の保育料は，現行の保育水準を維

持していくためにも必要 低限のものと考えており，第三子以降の保育料の無条件

での無料化をはじめ，これ以上の保育料の引き下げについては，厳しい財政状況に

おいて困難です。 

 

（平成２３年度予算額） 

・市基準保育料  ５，４０１，５４８千円 

・保育所運営費 ２３，２５７，６９８千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２０年７月 保育所同時入所３人目以降保育料無料化（平成２０年４月遡及） 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６２ 

要  望  内  容 回     答 

 

62 定員外入所に頼らず保育所待機児を早期に解消する

ため，市所有の土地・建物なども活用し，必要な地域

に保育所を新設・増設すること。 

 

○ 平成２４年度当初の保育所入所待機児童「０」（ゼロ）を目指し，平成２３年度

予算においては，右京区において１箇所の新設，中京区，山科区，下京区及び南区

において計４箇所の既存保育所の増改築，右京区において１箇所の分園新設を行い

ます（南区の１箇所は移転）。 

今後とも，地域ごとの保育需要を的確に把握し，待機児童の解消に取り組んで参 

ります。 

 

 

（平成２３年度予算額） 

・第２みつばち保育園（仮称）新設（定員９０人） １２５，０００千円【新規】 

・京都市御池保育所改修及び定員増（６０人分）   ７０，０００千円【新規】 

・大宅保育園老朽改築及び定員増（２０人分）   ２９０，０００千円【新規】 

・大谷保育園増築及び定員増（２０人分）      ３１，０００千円【新規】 

・久世西保育園移転及び定員増（３０人分）    １７２，０００千円【新規】 

・太秦保育園分園新設（２０人分）         １３，０００千円【新規】 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６３ 

要  望  内  容 回     答 

 

63 児童福祉法に定める「保育に欠ける」子どもすべて

が保育所に入所できるようにすること。 

 

○ 保育所の入所要件については，これまでから保護者が就労・就学している場合を

はじめ，母親の出産，保護者の疾病，保護者が同居の親族の介護，保護者が就労す

るために求職活動等，保育に欠ける児童について幅広く認め，受入れを行っており

ます。 

また，平成２３年度予算においては，新たに１箇所の新設，４箇所の増改築，１

箇所の分園新設を行うこととしており，保育の必要な児童の受入れを進めて参りま

す。 

 

（平成２３年度予算額） 

・保育所運営費 ２３，２５７，６９８千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６４ 

要  望  内  容 回     答 

 

64 民間保育園の一時保育，特例保育，延長保育の補助

基準を実態に合わせ大幅に引き上げること。 

 

○ 民営保育園の延長保育や一時保育等の補助基準を大幅に引き上げることについて

は，本市の財政状況を踏まえると，困難です。 

 

（平成２３年度予算額） 

・延長保育事業 ５６１，７２３千円【充実】 

・一時保育事業 １４０，０７７千円【充実】 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６５ 

要  望  内  容 回     答 

 

65 保育所給食の外部委託化はしないこと。 

 

○ 給食調理業務の委託の可否については，民営保育園における実施体制などを考慮

してそれぞれの保育所が独自に判断されるものと考えておりますが，本市として

は，今後とも，成長期の乳幼児にとって，安全・衛生面や栄養面など給食の質を確

保し，児童の発育段階や健康状態に応じた配慮等がなされるよう，各保育所の主体

性を踏まえ，適切な指導を行って参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６６ 

要  望  内  容 回     答 

 

66 障害児保育については現場の意見を尊重し，職員加

配を拡充すること。被虐待児など支援を要する児童に

ついても職員加配補助の対象とすること。 

 

○ 障害児統合保育対策費の認定においては，客観的に障害児と認められる児童につ

いて，平成２１年度から新たに重度障害児に対する１：１加配を新設しておりま

す。 

なお，被虐待児を補助対象とすることについては，現時点では困難と考えており

ます。 

 

（平成２３年度予算額） 

・障害児保育対策単費加算  ４４６，３４５千円 

・保育園連盟事業助成     １４，０８２千円（障害児関連部分） 

・障害児保育対策嘱託医報酬   １，５９１千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６７ 

要  望  内  容 回     答 

 

67 親の労働実態に応じて夜間・休日・病後児保育など

の充実をはかるとともに職員へのしわ寄せにならない

よう，体制の裏付けもあわせてすすめること。特別保

育実施保育園にとどまらず，子育て支援ステーション

においても主任保育士のフリー化をすすめること。 

 

○ 夜間保育については，政令指定都市の中で も多い７箇所，病後児保育について

は，５箇所で実施しております。また，平成２３年度予算において，休日保育につ

いては，１箇所で新たに実施し，病児保育についても１箇所で新たに実施して参り

ます。 

今後とも，児童処遇の向上や保育所の運営の安定化に努めながら，多様な保育ニ

ーズに応えて参ります。 

 

○ 主任保育士のフリー化については，対象保育所数について拡大を図っているとこ

ろです（平成２２年７月現在１６１箇所）。主任保育士のフリー化の要件の拡大に

ついては，現在の本市の財政状況を踏まえると困難です。 

  

（平成２３年度予算額） 

・休日保育事業     １１，３６４千円【充実】 

・病児病後児保育事業  ２９，４０９千円【新規】＊病児保育部分が新規予算 

・夜間保育事業    ３０２，５５５千円 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６８ 

要  望  内  容 回     答 

 

68 民間社会福祉施設耐震診断助成の補助率を上げ，改

修が必要な施設に対しては市が責任を持って改修を行

うこと。 

 

○ 民間社会福祉施設耐震診断助成の補助率については，国の要綱に基づき，国，保

本市，事業者ともに１／３ずつの負担で実施しており，本市単独で補助率を上げる

ことは困難です。また，耐震改修が必要な施設については，国補助を活用し，保育

所を中心に改修経費の補助を行って参りましたが，平成２１年６月に「京都府社会

福祉施設等耐震化等臨時特例基金」が創設され，障害関係施設，児童養護施設等に

ついても補助対象となったことを踏まえ，京都府及び各施設と調整のうえ，適宜対

応して参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・民間社会福祉施設耐震診断助成事業 １２，０００千円 

 ・白川学園耐震改修         ２１，５００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

・平成２０年 民間社会福祉施設耐震診断助成事業の創設 

        補助率：国補助１／３．市負担１／３，事業者１／３ 

・平成２１年 京都府社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の創設 

        国臨時交付金を原資とした基金であり，平成２３年度までの時限措 

 置 

        補助率：府補助２９／４０，市負担１／４０，事業者１／４ 

・耐震改修補助の実績（平成２１年度～平成２２年度） 

  保育園２箇所 

  児童養護施設１箇所 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ６９ 

要  望  内  容 回     答 

 

69 福祉施設・保育所におけるすべての職員の労働条件

を把握するため実態調査を早急に実施し，公表するこ

と。 

 

○ 本市においては，これまでから社会福祉施設の指導監査を行っているほか，各施

設の施設長等と情報交換を行うなど，各施設の経営実態の把握に努めております。  

近年，少子長寿化が進行する中，保育所等の果たす役割はますます重要となって

いることから，今後とも，各施設との連携を深めて参りたいと考えております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７０ 

要  望  内  容 回     答 

 

70 京都府民間社会福祉施設職員共済会に対する補助金

を復活するなど，職員の福利厚生の改善に努めるこ

と。 

 

○ 本市においては，今日まで全国的にも高い保育水準の維持，向上のために，国基

準運営費のほか市独自の多額の助成を行い，児童や職員の処遇の向上に努めており

ます。 

なお，京都府民間社会福祉施設職員共済会に対する補助金は，自立した退職給付

金給付事業を確立するため，積立金保有率（退職給付債務に対する資産積算水準）

７０％達成を目指して京都府，府下市町村及び当該共済会合意のうえで削減してお

り，復活は困難です。 

 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１５年度 補助金削減計画策定 

平成１６年度～平成１８年度 

計画に基づき補助金を削減 

平成１９年度 補助金廃止 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７１ 

要  望  内  容 回     答 

 

71 民間の福祉施設・保育園に対する施設整備交付金を

継続し，増額すること。 

 

○ 民間の保育園に対する施設整備補助金については，（社）京都市保育園連盟の整

備交付金に併せて助成する形で事業実施を行って参りました。 

 平成２３年度については，きわめて厳しい財政事情のため，１箇園当たりの助成

単価は減少しますが，補助金を継続することとし，児童の良好な保育環境の整備に

引き続き努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・民間保育所等維持補修補助（うち京都市保育所施設整備補助） 

３６,８００千円 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７２ 

要  望  内  容 回     答 

 

72 昼間里親の安定的な運営を保障するため，委託費を

引き上げ，早急に保育所なみの処遇に改善すること。 

 

○ 本市独自の制度として，家庭的な雰囲気の中で保育する昼間里親制度につきまし

ては，本市の待機児童解消に一定の役割を果たすとともに，地域の身近な子育て拠

点としての役割を担っていただいております。平成２３年度予算において，国庫補

助金を活用するとともに，１０名程度の受入枠の拡大及び委託費の充実を図って参

ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・昼間里親運営委託 ３９４，３０７千円【充実】 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７３ 

要  望  内  容 回     答 

 

73 学童保育の充実を図ること。 

・学童保育を必要とする児童の全員入所をはかるため，

実態に応じてすべての小学校区に学童保育所を設置す

ること。 

 

 

 

・必要なところでの複数箇所設置をすすめること。学童

設置基準を定めること。大規模学童保育所を早急に解

消すること。 

 

・子どもの人数に応じた職員配置を行い，職員の処遇を

抜本的に改善すること。 

 

・分室には正規職員を複数配置すること。分室は緊急措

置とすること。 

 

・利用料徴収は中止すること。 

 

 

 

○ 学童クラブの設置については，学童クラブ機能を有する一元化児童館の１３０館

整備に向けた予算を確保しており，早期の開設に向け，引き続き取り組んで参りま

す。また，平成２２年度からは，「放課後まなび教室」と「学童クラブ」を融合し

た「放課後ほっと広場」を開始し，放課後まなび教室を含め総合的な放課後児童対

策に取り組んでいるところです。 

 

○ 待機児童の解消及び児童の処遇改善については，これまでから，一元化児童館の

整備に加え，分室の設置，学童保育スペースの拡張，また状況に応じて臨時職員の

加配などを図っているところであり，今後も引き続き取組を行って参ります。 

 

 

 

 

○ 分室のあり方については，一元化児童館１３０館の整備完了後の児童館・学童ク

ラブ事業のあり方 に関する検討課題であると認識しております。 

 

○ 学童クラブの利用料金については，国の考え方に基づき利用者の方に応分の御負

担をいただいており，これを中止することは考えておりません。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・児童館整備事業               ２４７，５００千円 

 ・学童クラブ保留児童対策（整備・児童館）    ２０，０００千円 

・児童館事業・学童クラブ事業（児童館）  ２，６１５，３５２千円 

 ・学童クラブ事業（学童保育所）        １５６，０９６千円 

 ・放課後ほっと広場               ２５，２１２千円 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７４ 

要  望  内  容 回     答 

 

74 共同学童保育所にたいする助成を，市委託の学童保

育所の水準に引き上げること。 

 

○ 共同学童保育所については，平成１０年度から，国の基準に基づき各実施主体に

対して助成金を交付しており，これまでも，国の基準改定に伴い，改定を行ってお

りますが，本市の厳しい財政状況の中，国基準を上回る独自の基準改定は困難で

す。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・京都市地域学童クラブ事業   ２８，０４０千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

＜参考＞平成２２年度の助成金交付基準（年額） 

事業実施日数 
  年間平均登録児童数

Ａ（２５０日以上） Ｂ（２００日～２４９日） 
１０人～１９人 １，０４１,０００円 － 
２０人～３５人 １，８８５,０００円 
３６人～４５人 ３，０２６,０００円 
４６人～５５人 ２，８７３,０００円 
５６人～７０人 ２，７１９，０００円 

７１人以上 ２，５６６，０００円 

１，８１４，０００円 

 ※ ただし，１日８時間以上開所し，２５０日を超えて開設する場合は，「１３，

０００円×（２５１日～３００日までの２５０日を越える日数）」の額を加算す

る。 

※ 地域学童クラブの近隣（同一場所を含む）で，新たに本市学童クラブ事業を実

施する場合は，開設期間中の平均登録児童数を算出し，開設日数を開設月数で除

した日数が２１日以上の場合は，事業実施日数をＡ(２５０日以上)とみなし，１

６日以上２１日未満の場合は，Ｂ(２００日以上２４９日以下)とみなす。 

※ 上記交付基準のほかに，実態に応じて次の加算を行う。 

○障害のある児童に対する加算 

○職員健康診断に対する加算 

○長時間開設加算 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７５ 

要  望  内  容 回     答 

 

75 障害児の学童保育を保障するため職員の加配等を行

うこと。直ちに介助者に対する謝金を賃金として位置

づけ，引き上げること。対象年齢を小学校卒業時まで

引き上げること。 

 

○ 障害のある児童の学童保育への受入れについては，児童館・学童保育所への事業

費の加算や介助者の派遣，経験豊かな主任児童厚生員による巡回指導等により支援

を行っております。 

 

○ 特に介助者派遣については，市民の皆様に介助者として登録していただいており

ますが，介助者の確保については，謝金の見直しによるのではなく，市民の方々に

本事業の趣旨を御理解いただく中で，より適切な人材確保を含め，より多くの介助

者のご協力を求めて参りたいと考えております。 

 

○ 今後とも，障害のある児童の受入体制の整備に努めて参りますが，対象年齢の拡

大については，待機児童や大規模クラブが存在する状況，また施設面の課題等も踏

まえると，現状では困難です。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・児童館事業・学童クラブ事業（児童館）     ２，６１５，３５２千円 

 ・学童クラブ事業（学童保育所）           １５６，０９６千円 

 ・学童クラブ事業における障害児の統合育成対策事業   ６２，１０９千円 

 ・障害のある児童のサマーステイ事業           ４，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 ＜これまでの取組＞ 

平成１５年度 障害のある児童の受入対象学年を小学校４年生に拡大 

平成１９年度 夏休み期間中に，小学校５，６年生の障害のある昼間留守家庭児

童を対象とした介助サポーターの派遣を市内２０箇所の児童館で行

うサマーステイ事業を開始 

 

 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７５ 

要  望  内  容 回     答 

＜参考＞介助者謝礼金の変遷 

  平成 ９年度～ ６００円／時間 

  平成１３年度～ ７００円／時間 

平成１７年度～ １回の活動時間が４．５時間未満は２,０００円，４．５時間

以上は４,０００円 

  平成１９年度～ ５００円／時間 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７６ 

要  望  内  容 回     答 

 

76 各区の子ども支援センターの常勤職員を増員し，子

育て支援体制をいっそう強化すること。 

 

○ 現在，各区・支所の子ども支援センターには，支援（保護）課長をセンター長と

して，支援第一係長（１名），児童・母子担当現業員（１～４名）の常勤職員，地

域活動員，育児支援活動員，相談員各１名の非常勤嘱託員を配置しております。 

 

（平成２３年度予算額） 

・子ども支援センター運営（手当）       ７８，９１３千円 

  ※地域活動員，相談員の人件費 

 ・育児支援家庭訪問事業（子ども支援センター） ６０，０８４千円 

  ※育児支援活動員の人件費及び事業費 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７７ 

要  望  内  容 回     答 

 

77 障害児や発達障害等の診断や判定の待機状況を早期

に解消すること。 

 

○ 近年，発達障害に関する相談が増加しており，児童福祉センターでは，発達検査

に関わる心理士の体制を強化して対応しているところです。 

自閉症確定診断については，児童心療科医師を配置するとともに，小児科医師に

よる診断を行うなど体制強化に努めております。いじめや不登校，虐待等を伴う場

合で必要性が高いときは，概ね１箇月以内に診断を行っているほか，就学前児童に

ついては，診断の確定を待たずに療育を実施しております。また，センター外の小

児科医を対象とした研究会を開催し，発達障害の診断等の普及に努めております。 

 

○ 平成２２年６月に「第２児童福祉センター（仮称）等基本構想」を策定し，発達

検査や自閉症の確定診断の待機解消を図れるよう，児童療育センターの障害相談部

門，診療部門を第２児童福祉センター（仮称）に移転，拡充することとしており，

発達検査や自閉症確定診断等の待機解消を図るため，さらなる体制の充実を図って

参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・第２児童福祉センター（仮称）整備事業 ２００，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

＜発達検査に関わる心理士の体制強化＞ 

  平成１８年度 非常勤嘱託 ２名増配置 

  平成２０年度 正 職 員 １名増配置 

  平成２２年度 正 職 員 １名増配置 

＜自閉症確定診断の実施枠の拡充＞ 

  平成１８年５月から従来の月１０ケースを月５０ケースに拡充 

＜センター外の小児科医師を対象にした研究会＞ 

  平成２０年度 ７回開催 延べ約１３０人参加 

  平成２１年度 ５回開催 延べ約１００人参加 

  平成２２年度 これまでに４回開催 延べ約４０人参加 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７８ 

要  望  内  容 回     答 

 

78 第２児童福祉センターにも療育機能を持たせ，医療

との連携を強化すること。 

 

○ 平成２２年６月に策定した「第２児童福祉センター（仮称）等基本構想」におい

ては，現在児童療育センターにある障害相談部門及び診療部門を第２児童福祉セン

ター（仮称）に移転拡充するとともに，移転後のスペースを活用して療育事業を拡

充することとしておりますが，移転後も引き続き連携して事業が実施できるよう努

めて参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ７９ 

要  望  内  容 回     答 

 

79 児童福祉司配置の拡充など体制の強化をはかり，第

２児童福祉センターにも一時保護所を備えること。 

 

○ 平成２２年６月に策定した「第２児童福祉センター（仮称）等基本構想」におい

て，第２児童福祉センター（仮称）には一時保護所を設置しないこととしておりま

すが，緊急時に備え，一時保護スペースを確保するとともに，一時保護所「すばる

ホーム」と連携した児童の円滑な入所措置ができるよう対応することとしており，

適切な支援等ができるよう努めて参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８０ 

要  望  内  容 回     答 

 

80 困難なケースや障害児童・高年齢児に対応するた

め，児童養護施設の職員配置基準を引き上げるよう国

に求め，市独自の職員加配を行うこと。青葉寮の建て

替えにあたっては，市直営を堅持すること。 

 

○ 本市においては，独自に実施している「児童養護施設措置児童障害児等加算費」

の対象の拡大等，入所児童の処遇水準の向上に取り組んでおりますが，その抜本的

な改善に向けては，国における職員配置基準の引上げが不可欠であり，今後におい

ても，引き続き，措置費基準等の改善について，国に強く要望して参ります。 

 

○ 青葉寮については，平成２２年６月に策定した「第２児童福祉センター（仮称）

等基本構想」において，他都市における民間での運営実績を踏まえ，民間活力を導

入し，民設民営での整備，運営を検討することとしておりますが，民営化するに当

たっては，利用者の混乱を招かないよう，利用者に配慮したスムーズな移管を行う

とともに，引き続き利用者本位の質の高いサービスが提供できるよう，十分留意し

て参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・民営児童福祉施設措置費（児童）   ２，１７８，２１２千円 

・児童養護施設措置児童障害児等加算費    ２３，３９９千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１３年度 地域小規模児童養護施設の創設，児童養護施設の定員増による受入

体制の確保 

平成１５年度 乳児院の定員増による受入体制の確保 

平成１６年度 児童養護施設の小規模グループケア，家庭支援専門相談員の配置，

被虐待児受入加算等，入所児童に対する個別的なケアの充実 

平成１８年度 本市独自の「児童養護施設措置児童障害児等加算費」の対象の拡大 

平成１９年度 全児童養護施設に心理療法職員の配置，個別対応職員の常勤化 

平成２１年度 乳児院における個別対応職員の配置，乳児等受入加算費の創設 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８１ 

要  望  内  容 回     答 

 

81 里親への委託費をいっそう引き上げ，里親会への活

動支援を強めること。制度の周知をすすめること。 

 

○ 里親への委託費については，国の措置費制度に準じた額を支給しており，厳しい

財政状況の中，京都市独自での引上げの実施は困難であるため，措置費制度におけ

る里親への委託費の更なる充実を，機会を捉えて国に要望して参ります。 

  また，家庭的な環境の中で児童との愛着関係を築くことができる里親制度の役割

が重要になってきており，社会的養護の受け皿の拡充のためにも，里親制度に対す

る理解の向上及び研修等による里親の専門性の向上等の支援を強化する必要がある

と考えております。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・里親支援事業        ８，４００千円【新規】 

 （内訳） 

  ・里親制度普及促進事業   １，４７０千円 

  ・里親委託推進・支援等事業 ６，９３０千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

・専門里親研修の実施 

  恩賜財団母子愛育会に委託し研修（認定研修・継続研修）を実施。 

・里親賠償責任保険料の公費負担 

  里親委託児童が他者に損害を与えた場合の賠償保険の保険料の公費負担を平成 

 ２１年度より実施。 

・里親の一時的な休息のための援助であるレスパイト・ケア 

  里親家庭が一時的な休息のための援助を必要とする場合に児童養護施設等や他の

里親を活用して当該児童の養育を行うレスパイト・ケアの制度を平成２１年１２月

に創設。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８２ 

要  望  内  容 回     答 

 

82 無年金障害者及び無年金定住外国人の実態把握を行

うこと。国の救済措置の拡大を求め，本市の独自施策

をさらに拡充すること。 

 

○ 本市においては，「外国籍市民重度障害者特別給付金」及び「高齢外国籍市民福

祉給付金」を本市独自施策として，国が制度化を図るまでの過渡的な施策として実

施しておりますが，無年金者の救済については，本来的には国において制度的に公

平に解決されるべきものと考えており，今後も制度改善について他の政令指定都市

と協力して，国に対して必要な要望を行って参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・外国籍市民重度障害者特別給付金事業 ２６，７６３千円 

・高齢外国籍市民福祉給付金支給事業  ４０，９７０千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１９年４月 「外国籍市民重度障害者特別給付金」支給金額を増額。 

         ３６，０００円→４１，３００円（＋５，３００円） 

         「高齢外国籍市民福祉給付金」支給金額を増額。 

         １０，０００円→１７，０００円（＋７，０００円） 

平成２１年４月 年金制度の改正（障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給可能)の

趣旨を踏まえ，給付金の支給要件を緩和。 

 平成２２年７月 大都市民生主管局長会議の「平成２３年度 社会福祉関係予算に

関する提案」により要望 

 平成２２年７月 政令指定都市国保・年金主管部課長会議の「国民年金に関する要

望書」により要望 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８３ 

要  望  内  容 回     答 

 

83 憲法２５条に基づき，住民の立場に立った生活保護

行政を進めること。 

・生活保護申請の意思を尊重するとともに，法の趣旨を

ふまえ，生活実態に応じた懇切丁寧な窓口対応を徹底

すること。申請書を窓口に置くこと。 

 

 

 

・必要な市民に，職権保護を含め生活保護を適用するこ

と。 

 

 

 

・有期保護の導入はしないこと。 

 

 

 

 

・ケースワーカーの配置基準を守ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市では，専任の面接員を市内全福祉事務所に配置しており，面接員が相談者の

状況を的確に把握し，他法他施策の活用等の助言を適切に行うとともに，生活保護

制度の趣旨等について十分な説明を行ったうえで，相談者に保護申請するかどうか

を判断していただくため，申請書は窓口に設置するのではなく，面接室に準備して

おります。 

 

○ 本市では，常に濫給も漏給もない「必要な人に必要な保護」を実施するため，生

活相談時には，相談者の心情に配慮したきめ細やかで懇切丁寧な対応を行うととも

に，急迫状態にあると認められる場合は，速やかに職権保護を検討するなど，今後

とも適切な生活保護の運用に努めて参ります。 

 

○ 生活保護の実施に当たっては，生活保護受給者本人が自らの意思で自立を目指

し，自己の能力等を 大限活用することが極めて重要と考えており，稼働可能な者

に対しては期間を設定して集中的かつ強力な就労支援を実施する仕組みを実現する

ことは必要と考えております。 

 

○ ケースワーカーの配置基準については，これまで社会福祉法に定める標準数であ

る８０世帯ごとに１名のケースワーカーの配置や専任面接員の配置など，適正な制

度運営を行うための体制確保に努めるとともに，より専門的な知識やノウハウを有

する嘱託職員，派遣職員や事業委託も導入して参りました。今後とも，より有効な

施策を検討するとともに，その実施体制の整備につきましても慎重に検討して参り

ます。 

 

 

 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８３ 

要  望  内  容 回     答 

・保護期限を定めての「就労指導」はやめること。 

 

 

 

 

 

・保護開始に当たっての法定期限を遵守すること。 

 

 

 

 

・夏季歳末見舞金を復活すること。 

 

 

 

・「医療券」方式を改め「医療証」にするよう国に求め

るとともに，市でも行うこと。 

 

 

 

・保護費決定支給明細書を受給者に交付し，わかりやす

く説明すること。 

 

 

○ 就労支援に当たっては，身体状況以外に生活歴，職歴等や育児，介護など様々な

条件を考慮したうえで，その方の能力等に応じた就労に向けた努力を支援してお

り，あらかじめ保護期限を設定し，期限までに自立を求めるような指導は行ってお

りません。なお，働く力があるのに理由なく活用を怠る場合は，生活保護法第27条

に基づき文書で指示を行うなど，けじめのある指導を行っております。 

 

○ 生活保護の決定に当たっては，法定期間である１４日以内に決定するよう努める

とともに，申請者宅への家庭訪問や資産・収入及び扶養義務に関する調査など保護

の要否判定に必要な調査に日時を要し法定期間を超える場合は，その理由を申請者

に懇切丁寧に説明するなど，引き続き適正な保護の実施に努めて参ります。 

 

○ 現在の生活保護基準の水準に照らし，「生活保護基準を補う」という見舞金事業

の目的は，既に達成されたと考えられること，また本市の財政状況は極めて厳しい

状況にあることから，見舞金を復活する考えはありません。 

 

○ 医療証方式では，福祉事務所として当該医療の要否について事前確認ができず，

また，福祉事務所の権限である指定医療機関の選定を行うこともできないといった

問題があります。同方式は，国において慎重に検討されるべきものと考えており，

本市としましても，現時点で国へ要望することは考えておりません。 

 

○ 生活保護費の支給金額や算定方法については，被保護者へ懇切丁寧に説明すべき

ものであると考えております。現在，新しい生活保護電算システムの構築に向けて

検討中であり，その中で，生活保護決定通知書についても，分かりやすいものに変

更したいと考えております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８４ 

要  望  内  容 回     答 

 

84 ホームレスの定期的な実態調査を行い，ケースワー

カーによる自立支援のための働きかけを強化するこ

と。 

・ホームレスの生活保護適用に当たっては，居宅確保を

原則とすること。 

 

 

 

 

・自立支援センター利用者の処遇改善と施設改善，機能

強化をすすめること。 

 

 

 

 

 

 

 

・仕事の確保に向けた公的就労の機会を保障すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ホームレスの方への自立支援については，これまでの生活歴や今後の希望等をお

聞きした上で，その方に適した支援方針を樹立することとしております。 

このため，居宅生活を希望される場合であっても，国の通知に基づき，居宅生活

が可能と判断された場合については，居宅確保に努めているところであり，今後も

適切に対応して参ります。 

 

○ 自立支援センターにおいては，リーマンショック以降の雇用情勢の悪化を受けて

就職が困難となってきていることや，以前と比べて就労意欲のある入所者が減少し

ている等，就労指導等に関して職員への負担が増していることから，平成２２年度

において予算額を増額し職員体制の充実を図ったところです。 

また，自立支援センターで実施しているアセスメントについて，平成２３年度 

から中央保護所の一時宿泊事業において実施する予定であり，指導体制についても

本入所者に限定した，これまで以上のきめ細かな就労支援を図ることとしておりま

す。 

 

○ ホームレスの就業機会の確保については，京都労働局，京都府及び本市の関係機

関で構成する「ホームレス就労支援連絡会議」を定期的に開催しており，雇用部局

への働きかけを行っております。 

  また，平成２３年度から，新たに「ホームレス能力活用推進事業」を実施する予

定であり，直ちに常用雇用が困難なホームレスの方に対して，自立に向けた訓練的

な職種の開拓，情報収集及び情報提供等により，就業機会の確保に努めて参りま

す。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・ホームレス能力活用推進事業 ５，７００千円【新規】 

（次ページに続く） 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８４ 

要  望  内  容 回     答 

・ワンストップサービスデイについては，その場で生活

保護申請ができるように改善すること。 

 

 

 

 

 

 

・ホームレスを支援する民間団体への財政支援を復活す

ること。 

 

○ 京都府下においては，ライフ＆ジョブカフェ京都において常設のワンストップサ

ービスを実施しているところですが，生活保護の申請は生活のみならず生命にも直

結しかねない性質のものであるため，急迫保護をはじめとした必要な対応は，法律

上の権限と責任を有していないライフ＆ジョブカフェ京都の相談員ではなく，法律

上実施責任のある保護の実施機関の職員が対応すべきであると考えております。 

なお，ライフ＆ジョブカフェ京都では，相談内容に応じて管轄の福祉事務所と円

滑に連携を図ったうえ，生活保護の相談や申請につなげております。 

 

○ 「第２期京都市ホームレス自立支援等実施計画」（計画期間：２１～２５年度）

において，ホームレスの方が居宅生活を継続させるための取組等を実施されている

民間団体等に対し，その事業に係る経費を助成する「ホームレス地域サポート支援

事業」の実施を新たに盛り込み，実施に向けて検討を進めてきました。 

  今回，本事業の内容が「絆再生事業」として国庫補助の対象とされたことを受け

て，平成２３年度から本事業を実施し，地域においてホームレス支援に取組んでお

られる団体等の支援に努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・ホームレス地域サポート支援事業 ２，０００千円【新規】 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８５ 

要  望  内  容 回     答 

 

85 市営葬儀事業を復活させること。 

 

○ 市営葬儀事業については，年間利用件数が２，０００件前後（昭和２５年開設当

時）から２００～３００件程度（廃止直前１０年間）へと大幅に減少するととも

に，収支状況も，廃止直前の利用料収入は１０％程度で残り９０％は公費で賄う状

況であったことから，平成１７年度に廃止したものであり，本市の財政状況がより

厳しさを増す中，御要望の事業復活は困難です。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１２年１１月 「京都市新世紀市政改革大綱」において，「事業そのものの在

り方を見直す」こととされた。 

 平成１３年 ９月 「市政改革推進本部幹事会」において，「平成１６年末廃止が

適当」との意見が出された。 

 平成１７年 ２月 廃止に係る条例を議会に上程 

 平成１７年 ４月２５日 事業廃止 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８６ 

要  望  内  容 回     答 

 

86 中央保護所の運営にあたっては， 

・引き続き福祉事務所が公的責任を果たし，入所者の社

会的自立を支援すること。 

 

 

・緊急一時宿泊施設については，必要な枠を確保するこ

と。 

 

 

○ 中央保護所については，平成２３年度から指定管理者による運営となりますが，

福祉事務所においては，指定管理者と連携を図り，入所者への援助方針の樹立等，

実施機関として公的責任を果たして参ります。 

  

○ 簡易旅館の借上げによる緊急一時宿泊事業については，平成２２年度から通年で

実施しているところであり，平成２３年度においても，宿泊を利用希望者されるホ

ームレスの方に対応できるよう予算確保に努めているところです。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・宿泊援護事業 １４２，８９１千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２１年１１月 厳冬期対策として，１２月※から３月末までの間借上げ(３１

名分) 

          ※１１月に前倒しして実施 

平成２２年 ４月 緊急一時宿泊事業を通年化(通年で１０名分を確保) 

       ９月 当初見込を上回る実績のため，補正予算を計上 

          ※４月に遡り６０名分(＋５０名)の予算を確保。１１月～３月

の厳冬期は定員を拡充(＋３５名) 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８７ 

要  望  内  容 回     答 

 

87 夏季・歳末貸付資金の限度額を引き上げ，通年化す

ること。生活保護受給者も貸付対象とすること。生活

福祉資金・母子寡婦福祉資金などの貸付にあたって

は，要件を緩和すること。 

 

○ 夏季歳末特別生活資金貸付制度の限度額の引き上げや事業の通年化については，

本市の極めて厳しい財政状況から，実施は困難であります。 

 

○ 生活保護受給者については，生活保護法の適用により 低生活が保障されている

ため，貸付の対象とする考えはありません。 

 

○ 生活福祉資金貸付制度は，京都府社会福祉協議会が実施主体として運用されてい

る事業であり，平成２１年１０月に，利用者のニーズに応じた柔軟な貸付が実施で

きるよう制度の見直しが行われたところです。今後についても，京都府とも連携を

とりながら，制度改正にかかる利用者の状況や国の動向を注視して参ります。 

 

○ 母子寡婦福祉資金については，平成２１年６月の法改正に伴い，本市においても

貸付利率及び保証人要件について緩和を行ったところです。今後とも，母子家庭等

の経済的自立の助長及び児童の福祉の増進を図るため，適切な取扱いに努めて参り

ます。 

 

（平成２３年度予算額） 

・夏季歳末特別生活資金貸付事業 １５５，０３７千円 

・母子福祉資金貸付金事業    ４９２，８４８千円 

・寡婦福祉資金貸付金事業     ２０，６９６千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８８ 

要  望  内  容 回     答 

 

88 上下水道料金の低所得者世帯，社会福祉施設などへ

の福祉減免制度をつくること。 

 

○ 上下水道料金の福祉減免制度の創設については，特定の利用者に料金を減免する

ことは他の利用者にその負担を転嫁することになり，料金負担の公平の原則の下，

実施することは困難であると考えております。また，本市の上下水道料金は，他都

市と比べ，安価な水準となっております。 

 

○ 生活保護世帯については，生活扶助基準に上下水道料金をはじめとする光熱水費

が含まれているとされていることから，生活保護制度の中で対応できるものと考え

ております。 

 

○ 社会福祉施設の運営費は措置費や報酬などで賄われており，利用者が個人利用で

負担する部分を除いて，光熱水費も算定されているため，その中で対応できるもの

と考えております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ８９ 

要  望  内  容 回     答 

 

89 各内職会の補助金削減をやめ，支援を強めること。

取り組みに支障をきたすことのないようにすること。

認定基準を緩和すること。 

 

○ 内職会への補助金については，本市の非常に厳しい財政状況を考慮すると大変困

難な状況ではありますが，今後も引き続き適切な支援を行って参ります。また， 

内職会の認定基準については，各会が補助金の適正な管理及び貸付金の厳正な償還

など，継続的かつ適切な事務処理が執行できる体制及び財政基盤を有していること

が求められますので，現在のところ緩和することは考えておりません。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・内職授産事業 ７，０００千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９０ 

要  望  内  容 回     答 

 

90 児童扶養手当の支給所得制限の緩和を国に求めるこ

と。生活支援事業等，ひとり親家庭に対する支援を強

め，母子家庭の自立支援事業のいっそうの拡充を行う

こと。 

 

○ 児童扶養手当の支給所得制限については,従来から制限の緩和を国に要望してお

りますが,機会を捉え,国に対して働き掛けを続けて参ります。 

ひとり親家庭に対する支援については，福祉事務所及び母子福祉センターにおい

て,自立支援に係る様々な取組を実施しておりますが,きめ細かな相談体制の確保

等,充実した支援が展開できるよう,取組を進めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・母子福祉センター運営費（事業委託料含む） １６，３１４千円 

・自立支援教育訓練給付金事業         １，０１５千円 

・高等技能訓練促進費事業         ２５５，９５０千円 

・ひとり親家庭日常生活支援事業        ３，２０６千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１６年３月 母子家庭等就業・自立支援センター事業 

平成１６年４月 母子家庭自立支援給付金事業,ひとり親家庭等日常生活支援事業 

平成１８年１月 母子家庭自立支援プログラム事業 

平成２１年２月 高等技能訓練促進費事業制度改正（支給対象期間拡大） 

平成２１年４月 京都市母子福祉センター移転・再整備 

         ひとり親家庭生活支援事業（講習会事業，交流会事業） 

平成２１年６月 高等技能訓練促進費事業制度改正（支給対象期間,支給額拡大） 

平成２２年４月 高等技能訓練促進費事業制度改正（対象資格の拡大） 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９１ 

要  望  内  容 回     答 

 

◆医療・保健の充実を 

91 安心して医療が受けられる国民健康保険制度に改善

すること。 

・府補助金の復活を求めること。 

 

 

 

 

・現行の保険料減免制度を拡充すること。応益割の割合

を減らし，また多子世帯減免を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特定健診費用を保険料に転嫁しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 府補助金については，府の財政状況の悪化及び都道府県調整交付金の創設に伴

い，平成１９年度の交付を 後に廃止されておりますが，本市としては，国保財政

の危機的な状況を鑑み，国保財政の安定化を図るため，府の単費による財政措置を

含めた府の財政上の役割の強化について，引き続き要望して参ります。 

 

○ 本市においては，独自の条例減免制度を設け，保険料の納付が困難な世帯へのき

め細かな相談に応じております。また，失業等による保険料の納付困難世帯に対し

ては，平成２２年度に創設された非自発的失業者に係る軽減制度により負担軽減を

図っております。本市国保の危機的な財政状況を鑑みますと，これ以上の減免制度

の拡充は困難であります。 

 

○ 保険料の賦課割合については，平成２０年度に，国基準に合わせて，応益割の割

合を減らし，応益割５割，応能割５割としております。これ以上，応益割の割合を

減らし，応能割の割合を増やすことは，中間所得者層の負担が増加することから，

適切ではないと考えております。 

 

○ 特定健診費用については，その財源は，国・府負担分を除く保険者負担分を原則

として保険料で賄うこととされております。国に対しては，引き続き，保険者や被

保険者に負担が生じないよう，必要な財源措置を講じるよう要望して参ります。 

 

 

 

 

（次ページに続く） 

 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９１ 

要  望  内  容 回     答 

・障害者や療養中家庭への短期証・資格証明書の交付は

直ちにやめること。 

 

 

 

 

・限度額適用認定証をすべての人に発行すること。 

 

 

 

 

・無保険者の実態について調査を行うこと。 

 

 

 

 

・国民年金保険料滞納者への国保短期証発行を行わない

こと。 

 

 

 

・徴収率や独自措置を理由にした自治体へのペナルティ

をやめるよう国に求めること。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本市では，これまでから傷病をはじめ，失業や事業の廃止など滞納について特別

な事情がある場合については，資格証明書に代えて短期証を交付しておりますが，

納付意思がなく，長期間にわたって保険料を滞納されている方に対し，法令に基づ

き，資格証明書を交付することは，被保険者間の負担の公平性の観点からもやむを

得ないものと考えております。 

 

○ 限度額適用認定証の交付に当たっては，特別な事情があると認められる場合を除

き，滞納がある場合には交付できない旨が法令等で定められております。なお，本

市としては，個々の世帯状況等を十分にお聞きし，きめ細やかな対応のうえ交付の

判断を行っており，機械的，一律な対応は行っておりません。 

 

○ 本市では，毎年３月頃に京都市内の事業所に対して，就職又は退職される方への

国保の加入手続の御案内と，同手続が必要な方への必要書類の作成依頼を行ってお

り，退職者の方が国保への加入手続きを行わなかったことにより，無保険の状態に

ならないよう努めております。 

 

○ 国民健康保険と国民年金は全く別の制度であり，国民年金保険料の滞納を理由と

して，国民健康保険料を完納されている方に対し短期証を交付することについて

は，被保険者の理解を得られにくいことから，当該措置を実施することは考えてお

りません。 

 

○ 保険料徴収率による調整交付金の減額措置については，各保険者間の財政力の不

均衡を調整し，国保事業の安定運営に資するという調整交付金の制度趣旨に鑑み，

当該措置を撤廃するよう，引き続き国に対して要望して参ります。 

 

○ 地方単独事業として本市独自に実施している福祉医療制度については，国保の被

保険者に限らず，地域住民の福祉向上を目的とした重要な施策であることから，国

庫負担金の減額調整措置を撤廃するよう，引き続き国に対して要望して参ります。 

 

（次ページに続く） 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９１ 

要  望  内  容 回     答 

・精神・結核医療付加金を復活させること。 

 

 

 

 

 

・医療機関入院時の食事代負担などの軽減を図ること。 

○ 精神・結核医療付加金については，対象者が国保加入者に限定されているため，

社会保険加入者との公平性が課題となっておりましたので，平成１８年１１月に廃

止したものですが，これに代わるものとして，自立支援医療（精神通院医療）につ

いては，国保だけではなく，社会保険加入者を含む全市民を対象とする一般施策と

して，本市独自の利用者負担軽減策を実施しております。 

 

○ 入院時食事療養費については，日常生活でも要している程度の額に関しては，特

別な経済的負担ではないことから，自己負担をお願いしているものであり，低所得

者の方に対しては，減額制度が設けられております。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・国民健康保険事業特別会計 １４２，２７７，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成２２年６月 本市の「平成２３年度 国の予算・施策に関する提案・要望につ

いて」により要望 

 平成２２年７月 大都市民生主管局長会議の「平成２３年度 社会福祉関係予算に

関する提案」により要望 

 平成２２年７月 政令指定都市国保・年金主管部課長会議の「国民健康保険に関す

る要望書」により要望 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９２ 

要  望  内  容 回     答 

 

92 人工透析など自立支援医療については，総合上限制

度や独自軽減として実施している新京都方式の継続

と，さらに患者負担の軽減に努めること。 

 

○ 本市では，これまでから自立支援医療の利用者負担の抜本的な軽減を国に対して

強く要望しておりますが，現時点では国において軽減措置は行われていないことか

ら，本市独自で実施している総合上限制度や独自軽減などの「新京都方式」につい

ては，平成２３年度も継続して実施して参ります。 

 

○ なお，障害者自立支援法の一部改正により，自立支援医療の利用者負担について

も，障害福祉サービス等と同様に，原則として，家計の負担能力に応じたものとさ

れましたが，本市としては，引き続き，国の動向を十分に注視しながら，利用者に

混乱を招くことのないよう，対応して参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・障害児・者福祉サービス利用支援策「新京都方式」の継続 ２６２，９８６千円 

＜内訳＞利用者負担の軽減               ２０９，５０９千円 

      グループホーム・ケアホーム運営安定化事業     ３，９７７千円 

      就労支援等新体系移行支援事業          ４９，５００千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９３ 

要  望  内  容 回     答 

 

93 休日急病診療所廃止は撤回すること。市の責任で東

部の休日急病診療体制を確保し充実すること。 

 

○ 休日急病診療所の統合については, 一箇所での複数の診療科目の受診が可能とな

ることや, 交通の利便性が高いところへ移転すること等から,利用しやすい環境に

なると考えております。 

また,移転・統合に合わせて小児科の深夜帯診療を開始することとしており，今

後ともこれまで以上に利用しやすい施設となるよう努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・急病診療所等運営 ３２２，４３３千円（歯科は除く）【充実】 

 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９４ 

要  望  内  容 回     答 

 

94 病院群輪番制病院運営事業補助金を元に戻すこと。 

 

○ 病院群輪番制病院運営事業補助金については，確保する病床数を利用実績に応じ

た病床数に見直したため減額したものであり，本市の厳しい財政事情を考慮する

と，元に戻すことは困難であると考えております。 

 

（平成２３年度予算額） 

・病院群輪番制病院運営事業補助金 ６７，８００千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９５ 

要  望  内  容 回     答 

 

95 重度心身障害児者医療費支給制度・重度心身障害老

人健康管理制度の対象者を三級までに拡大すること。 

 

○ 重度心身障害者医療費助成制度及び重度障害老人健康管理費支給制度について

は，京都府の補助金交付要綱に基づいて，補助金を受けることにより事業を実施し

ており，同要綱以外の給付は本市単独で実施することになります。本市の厳しい財

政状況において，本市単独で対象者を拡大するのは極めて困難な状況であると考え

ております。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・重度心身障害者医療費助成制度  ２，０１０，０８５千円 

・重度障害老人健康管理費支給制度 １，４９３，９４８千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９６ 

要  望  内  容 回     答 

 

96 特定疾患治療研究事業については，希少性の要件を

理由に補助対象を縮小しないよう国に求めること。 

 

○ 特定疾患治療研究事業は，難治度，重症度が高く患者数が少ないため，原因究

明，治療法開発等が困難である疾患を対象とし，都道府県事業として実施しており

ます。昭和４８年４月１日から徐々に対象疾患が追加され，現在では全５６疾患が

助成対象とされております。  

  今後も京都府と調整を図りながら，当該研究事業の取組を進めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 都道府県事業であるため，京都市単独での予算は組んでいない。  

 

（経過・これまでの取組等） 

特定疾患治療研究事業に係る申請の受付及び進達事務 

・平成２０年度実績 ８，５３９人（内，重症認定患者 ７８５人） 

・平成２１年度実績 ９，１２６人（内，重症認定患者 ８６９人） 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９７ 

要  望  内  容 回     答 

 

97 小児慢性特定疾患治療研究事業は，市独自にも入院

期間の制限緩和や通院も対象とするなど事業を拡大す

ること。 

 

○ 小児慢性特定疾患治療研究事業は，専門家や患者代表の意見を踏まえ，重症者に

手厚く，また，療養の長期化による心身面の負担等にも配慮したものとなっている

ことから，本市においてもその趣旨を踏まえつつ，市独自に，国基準の対象外であ

っても，国基準の対象疾患で市の定める一定の基準を満たし，継続的に１箇月以上

入院されている方を対象に事業を拡大して実施しております。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・小児慢性特定疾患治療研究事業 ４０９．８７７千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１７年 新たな小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の制定 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９８ 

要  望  内  容 回     答 

 

98 薬物等依存症根絶の取り組みを強化するとともに，

民間更生団体への支援を強めること。 

 

○ 本市では，こころの健康増進センターにおいて，薬物依存症等に関する普及啓発

のための各種講演会等の開催，リーフレットの作成のほか，本人及びその家族等へ

の個別の相談支援，当事者による自助グループ及びリハビリテーション施設への支

援等を実施しております。今後も引き続き取組の推進を図って参ります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

＜相談・支援＞  

 ・相談電話（受付時間 午前９時～１２時，午後１時～４時（土，日，祝日，年末

年始を除く）） 

 ・面接相談（予約制） 

 ・精神科医による診察（予約制）【一般，思春期，アルコール】 

 ・自助グループ（薬物依存症者グループミーティング）への支援 

＜講演会及び研修会の開催＞  

 ・「平成２２年度 精神保健福祉業務関係職員研修会【実践コース】」 

 ・「平成２２年度 若者の薬物問題について考える講演会」 

＜リーフレット等の作成＞ 

 ・思春期・青年期のこころの健康シリーズ②「薬物を使ってみたいと思った

ら・・・」 

 ・センターだより「こころここ」（自助グループ等の紹介，特集記事の掲載等） 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． ９９ 

要  望  内  容 回     答 

 

99 アルコール依存症対策を充実すること。 

 

○ 本市では，こころの健康増進センターにおいて，アルコール依存症に関する普及

啓発のための各種講演会等の開催，リーフレットの作成のほか，本人及びその家族

等への個別の相談支援，当事者による自助グループ及びリハビリテーション施設へ

の支援等を実施しております。今後も引き続き取組の推進を図って参ります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

＜相談・支援＞ 

 ・相談電話（受付時間 午前９時～１２時，午後１時～４時（土，日，祝日，年末

年始を除く）） 

 ・面接相談（予約制） 

 ・精神科医による診察（予約制）【一般，思春期，アルコール】 

 ・アルコール依存症者家族教室  

 ・自助グループ（断酒会の例会）への支援 

＜講演会及び研修会の開催＞ 

 ・「平成２２年度 精神保健福祉業務関係職員研修会【実践コース】」 

 ・「平成２２年度 アルコールと健康を考えるセミナー」 

＜リーフレット等の作成＞ 

 ・アルコールとこころの健康シリーズ①「お酒で問題を抱えていませんか」 

 ・アルコールとこころの健康シリーズ②「アルコール関連問題でお困りの家族の方

へ」 

 ・アルコールとこころの健康シリーズ③「アルコール依存症の説明」 

 ・センターだより「こころここ」（自助グループの紹介，特集記事の掲載等） 

  



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １００ 

要  望  内  容 回     答 

 

100 特定健診・特定保健指導の実施にあたって制裁措置

をとらないよう国に求めること。 

 

○ 国民健康保険は，加入者の異動率が高く，また，広報周知の徹底を図りにくいな

ど，他の被用者保険と比較して，特定健康診査・特定保健指導の実施率の達成が困

難であることから，当該実施率による後期高齢者支援金に係る加算・減算の調整を

行わないよう要望して参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・国民健康保険事業特別会計（保健事業費） １，１１５，５２５千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成２２年６月 本市の「国の予算・施策に関する提案・要望」により要望 

平成２２年７月 政令指定都市国保・年金主管部課長会議の「国民健康保険に関す

る要望書」により要望 

平成２２年７月 大都市民生主管局長会議の「平成２３年度社会福祉関係予算に関

する提案」により要望 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０１ 

要  望  内  容 回     答 

 

101 行政区保健センターは保健所に戻し，従前の機能を

確保すること。高齢者・精神・母子など市民の健康，

公衆衛生の増進に努めること。環境衛生業務は元の窓

口に戻すこと。 

・保健センター長は専任の医師を配置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・乳幼児健診やガン検診の受診率向上と前立腺ガンの検

診など内容の充実につとめること。乳ガン・子宮ガン

の毎年検診を復活すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 行政区保健センターについては，従来の行政区保健所で実施していた保健衛生事

業を行うことはもとより，平成２２年度予算には，「保健センターを拠点とした個

性ある健康づくり事業」をはじめ保健センター関連の新規充実予算（３，０００千

円）を計上するなど，より一層の地域保健の推進を図ろうとするものです。市民サ

ービスや業務内容等，従前の機能と変更はなく，引き続き市民の健康，公衆衛生の

増進に努めて参ります。 

 

○ 保健センター長については，医師の配置を原則と考えております。センター長と

なる医師が確保できない場合については，やむを得ない措置として，事務職等の他

職種で補充することとしますが，その場合，保健センターには必ず１名以上の医師

を配置し，保健センターにおける医務体制を維持していきたいと考えております。 

 

○ 乳幼児健診については，母子保健法に基づく健康診査として，４箇月，８箇月，

１歳６箇月，３歳３箇月健診を対象とした乳幼児健康診査を各行政区の保健センタ

ーにおいて実施し，子どもと養育者の心身の状況の確認と必要な支援を行っており

ます。 

 

○ がん検診の受診率向上については，受診機会の拡大と利便性の向上を目指した取

組をしております。 

 

○ 前立腺がん検診については，住民検診として有効性が実証されていないため，厚

生労働省の示す指針に含まれておらず，本市では実施しておりません。 

 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０１ 

要  望  内  容 回     答 

 

 

 

・新型インフルエンザなど感染症に対応できるよう，保

健体制の強化を図ること。結核対策を強めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・院内感染対策を強めること。 

 

 

○ 乳がん，子宮がん検診についても厚生労働省の示す指針に基づき，本市では２年

に一回の検診としております。 

 

○ 感染症に対する対応については，平成２０年度から結核・感染症対策専任の保健

師を各保健センターに配置し，新型インフルエンザをはじめとした感染症対策を強

化しております。また人員配置の見直しを行い，本庁保健所と保健センターが円滑

に連携し，迅速かつ的確に対応できる体制を整えております。 

 

○ 結核対策については，平成２０年３月に策定した「京都市結核対策基本指針」に

基づき，各種結核対策に取り組んでおり，結核患者を早期に発見し，感染の拡大を

防止するため，各保健センター及び小学校等の市内会場で定期健診を受診する機会

を設け，広く市民に周知・受診勧奨を行っております。 

 

○ 院内感染対策については，本市では毎年各保健センターが市内の病院に対して医

療監視を行っております。 

その際に院内感染防止対策については，病院として適切に行うよう指導しており

ますが，今後は病院への周知徹底をより強めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・がん検診 ６４８，３８５千円 

・結核対策 １３９，７７７千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

＜がん検診の受診率向上について＞ 

 ・平成１９年度から５つのがん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮が

ん検診）を同日に受診できる「がんセット検診」を実施 

・平成２１年１０月から乳がん検診の受診方法に，従前からの検診車及び東山保健

所での受診に加え，指定医療機関でも受診できるように整備 

（次ページに続く） 

  



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０１ 

要  望  内  容 回     答 

・平成２２年度は，大腸がん検診について，受診機会の拡大と利便性の向上を図る

ため，従来の「胃がん検診との併設実施」と「５～１０月に実施する集団健診の会

場における検体容器配布及び検体回収」に加え，気温が低く検体に与える影響が少

ない冬期（１１月～２月）において，検体の郵送受付を開始 

 ・国の女性特有のがん検診推進事業として，一定年齢の女性に対して，子宮頸がん

検診及び乳がん検診の受診料金が無料となる「無料受診券」を郵送 

＜結核対策について＞ 

平成２０年３月に「京都市結核対策基本指針」を策定 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０２ 

要  望  内  容 回     答 

 

102 インフルエンザ予防接種補助額の増額など制度を拡

充すること。ヒブ，肺炎球菌７価，子宮頸ガンワクチ

ン接種を全額公費負担にすること。 

 

○ 平成２３年度におけるインフルエンザ予防接種については，現在国が対象年齢や

接種期間等について検討中であり，現時点において未定の状況です。 

なお，平成２２年度におけるインフルエンザ予防接種については，６５歳以上の

高齢者及び６０歳以上６５歳未満のうち心臓，じん臓，若しくは呼吸器の機能又は

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方を対象に「高齢者インフルエ

ンザ予防接種事業（定期接種）」と全年齢層を対象に「新型インフルエンザワクチ

ン接種事業」を実施しており，接種料は高齢者インフルエンザ予防接種の対象者は

１，５００円，全年齢層に係る低所得者は無料としております。 

 

○ 本市では，市民の皆様のいのちと健康を守るため，平成２３年１月１１日から，

ヒブワクチン，小児用肺炎球菌ワクチン，子宮頸がん予防ワクチン接種事業を開始

するとともに，接種料を全額公費負担致します。 

平成２３年度においても，引き続き当該予算を計上し，公費負担事業を実施して

参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

・インフルエンザ予防接種   ４８３，３７４千円 

・ヒブワクチン接種      ６４５，０００千円 

・小児用肺炎球菌ワクチン接種 ８２７，０００千円 

・子宮頸がん予防ワクチン接種 ７１２，０００千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

・インフルエンザ予防接種について 

平成１３年度 平成１３年１１月７日（公布・施行）の予防接種法改正により，

高齢者に対する予防接種事業を開始 

 

 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０２ 

要  望  内  容 回     答 

・ヒブワクチン，小児用肺炎球菌ワクチン，子宮頸がん予防ワクチン接種について 

平成２２年１１月２６日 ヒブワクチン，小児用肺炎球菌ワクチン，子宮頸がん

予 防ワクチン（以下，「３ワクチン」という。）接種

費用の公費負担を実施する市町村に対する国による助成

事業に係る平成２２年度補正予算が成立 

平成２２年１２月１０日 ３ワクチン接種事業（費用は全額公費負担）に係る本

市補正予算が成立 

平成２３年 １月１１日 ３ワクチン接種事業（費用は全額公費負担）開始 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０３ 

要  望  内  容 回     答 

 

103 市立病院の地方独立行政法人化をやめ，運営におけ

るＰＦＩ手法は導入しないこと。市立病院・市立京北

病院は，公的責任を果たすよう必要な交付金を確保す

ること。 

 

○ 感染症に係る医療，災害時における医療等公共上の見地から必要な医療であっ

て，民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの並びに

高度の専門的知識及び技術に基づく医療の提供，地域医療の支援等をより効果的，

効率的に行うことができる運営形態は非公務員型の地方独立行政法人であると判断

し，市会の議決を得て，法人を設立することとしたものであり，病院事業の地方独

立行政法人化をとりやめる必要はないと考えております。 

 

○ 市立病院整備運営事業へのＰＦＩ手法の導入については， 

 ① 民間の経営能力，技術的能力や管理手法を取り入れる。 

 ② 医師，看護師の負担を軽減し，医療サービスを高度化することで，診療報酬の

増大につなげる。 

 ③ 民間病院に比べてコスト高とされる施設整備費，運営費用を抑制する。 

  の３点を目的としております。 

また，平成２０年１１月市会定例会において，本事業に係る債務負担行為の設定

の補正予算の議決をいただいたことを受けて，同年１２月，本事業をＰＦＩ法に基

づく特定事業に選定し，平成２２年１月には，「㈱ＳＰＣ京都」との事業契約を締

結したところであり，ＶＦＭ（経費削減効果）も十分に確保できることが確認でき

ているため，本事業を見直す理由はないものと考えております。 

 

○ 法人は原則として独立採算により運営しなければなりませんが，病院経営に不可

欠な運営費交付金については，本市が確保していくことを地方独立行政法人京都市

立病院機構の中期目標に明記しており，中期目標に記載したとおり必要な交付金を

確保して参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 地方独立行政法人京都市立病院機構運営費交付金 ２，１７９，０００千円 

 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０３ 

要  望  内  容 回     答 

（経過・これまでの取組等） 

＜地方独立行政法人化に係る経過＞ 

平成２２年 ３月 地方独立行政法人京都市立病院機構定款制定 

       ９月 地方独立行政法人京都市立病院機構定款変更 

         （法人が運営する施設に京都市京北介護老人保健施設を追加） 

地方独立行政法人京都市立病院機構中期目標策定 

＜整備運営事業に係る経過＞ 

 平成２０年１２月 市立病院整備運営事業実施に必要な予算（債務負担行為設定）

の議決（１１月市会定例会） 

 平成２１年１１月 落札者の決定及び公表 

 平成２２年 １月 ＳＰＣとの事業契約の締結 

          「京都市立病院整備運営事業に関する客観的な評価の結果」の 

公表 

       ９月 整備工事の本格着工（中庭部地下躯体撤去から新館新築，本館

改修などに至る本格的な工事の開始） 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０４ 

要  望  内  容 回     答 

 

104 京北病院の整形外科医や常勤の医師，看護師確保に

全力をあげること。婦人科は直ちに再開すること。診

療科目や診療所の縮小・廃止をしないこと。嘱託看護

師の夜勤勤務時における変則勤務手当てを支給するこ

と。 

 

○ 全国的にも医師の確保が困難な状況の中，京北病院においては，これまでからも

大学や医療関連団体に対し支援を要請するとともに，市立病院や大学病院等からの

派遣により，体制の維持に努めております。 

 

○ 京北病院の診療体制等については，高齢化の著しい同地域の医療ニーズに対応で

きるよう，機能の確保に努めて参りますが，稼働状況の推移等により一定の再編・

集約化に取り組んで参ります。 

 

○ 嘱託看護師の変則勤務手当については，京北病院の厳しい経営状況等を踏まえる

と，直ちに支給制度を設けることは困難な状況です。 

 

（経過・これまでの取組等） 

 平成１９年１１月 「京都市医師確保等対策委員会」設置 

「医師確保対策に関する調査・研究チーム」設置 

平成２０年 ４月 平成２０年２月市会定例会において，「京都市報酬及び費用弁

償条例」の改正を提案し，京北病院に勤務する嘱託医師の報酬を

「５７９，０００円」から「９１０，０００円」に改定 

 平成２１年度   市立病院からの医師等の派遣（外科医師，消化器内科医師等） 

 平成２２年 ５月 国の制度改正による介護保険適用療養病床の廃止を踏まえた京

都市立京北病院の機能のあり方について諮問 

 平成２２年 ６月 上記諮問に対して，すべての療養病床を介護療養型老人保健施

設に転換することが 適であるとの答申を得る。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０５ 

要  望  内  容 回     答 

 

105 市立病院・市立京北病院の独自の医療費減免制度を

拡充すること。無料低額診療事業を行うなど患者負担

を軽減すること。 

 

○ 院内減免の取扱いについては，出生証明書，死亡診断書や胎盤処理料等，自己負

担の対象となっているものについて，患者又は家族の方からの申請に基づき，当該

世帯の収入状況を把握し，その状態が生活保護法による 低生活費の１３０パ－セ

ント以下と認定される者に対し，減免措置を講じており，これ以上に医療費減免制

度を拡充することは困難です。 

 

○ 市立病院及び市立京北病院は，自治体病院であり，無料低額診療の実施の有無に

かかわらず，固定資産税等については非課税です。無料低額診療を実施することに

より新たに財源を確保できるわけではなく，無料低額診療を行う財政的基礎がござ

いませんので実施は困難です。 

 

（経過・これまでの取組等） 

院内減免制度を含む経済問題に関する相談については，随時応じております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０６ 

要  望  内  容 回     答 

 

106 食品への市民の不安を解消するため，食品安全監視

員体制を強化し，正確な情報提供をすすめること。Ｂ

ＳＥ対策については，国に補助制度の継続を求め，牛

の全頭検査を堅持すること。 

 

○ 本市では「京都市食の安全安心条例」に基づき，食の安全安心施策を総合的かつ

計画的に推進するための目標及び取組を定める「京都市食の安全安心推進計画（仮

称）（以下，「推進計画」という。）」を策定することとしております。 

 

○ 京都市食の安全安心推進審議会にて審議中の「推進計画（案）」には，食の安全

性確保を図るため，以下の内容を盛り込んでおります。 

・保健センター及び衛生環境研究所に配置された食品衛生監視員が飲食店や食品製

造施設等への監視指導を行います。 

・流通食品の抜取検査を実施することで食の安全性確保を図っていきます。 

・食の安全安心に関する市民とのリスクコミュニケーションを推進します（正確な

食の安全安心情報の提供の推進）。 

 

○ 本市では，ＢＳＥ対策として，引き続き検査体制を整備し，安全確認を行って参

ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・食品営業許可・監視指導 ７８，０９３千円 

 ・食鳥検査対策      ２７，２９５千円 

 ・食の安全・安心対策    ２，６７４千円 

 ・牛海綿状脳症対策    １１，４０７千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０７ 

要  望  内  容 回     答 

 

107 アトピー，花粉症など治療困難な疾病に対して食品

汚染や大気汚染等との因果関係を疫学調査する等，研

究・対策を国とともに本市でも強めること。 

 

○ アトピー性疾患については，保健センターで実施しております乳幼児健康診査に

おいて皮膚の状態等を観察し，必要に応じて医療機関の紹介を行っております。ま

た，「乳幼児のアレルギーって？～基礎知識と対処法～」を４ヶ月児健康診査の際

に保護者の方に配布し，アレルギー性疾患に関する基礎知識や対処法について情報

提供を行うとともに，必要に応じて保健指導を実施しております。 

 

○ 花粉症については，市内１１保健センター及び京都市衛生環境研究所を調査定点

とし，花粉症の原因となる花粉の捕集を行い，測定結果について，京都市衛生環境

研究所のホームページにおいて公表しております。また，各保健センターにおい

て，厚生労働省作成の冊子等を配布するとともに，市民からの相談を受け，指導を

実施しております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０８ 

要  望  内  容 回     答 

 

108 衛生環境研究所は，公害対策を位置づけ，基礎研究

の充実，環境・保健衛生など市民生活を守る総合的な

機関となる体制や機能強化をはかること。 

 

○ 市民生活を守る機関として，保健衛生，食品衛生，環境衛生及び環境汚染状況の

常時監視などの各分野で調査研究，試験検査，研修指導，公衆衛生，環境情報の収

集，処理，解析及び提供を行ってきたところです。平成２３年度も，これを維持

し，機能強化に努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・衛生環境研究所運営費 １１９，０６６千円 

 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０９ 

要  望  内  容 回     答 

 

二 競争と格差拡大の教育行政を改め，どの子も伸びる

「子どもが主人公」の学校・教育を 

109 すべての学校で教育条件の整備・改善を 

・３０人学級を実現すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総額裁量制を廃止し，削減された学校経常費を元に戻

し，拡充すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・副校長・副教頭など授業をもたない管理職を減らし，

学級担任をする教員を増やすこと。 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ 本市では，独自予算により小学校１・２年生での３５人学級，中学校３年生での

３０人学級を導入しておりますが，全ての学年で３０人学級を本市独自で実施する

ためには，毎年８０億円もの巨額の財源が必要であり，その実施は困難です。今後

とも，教職員定数の抜本的な改善を，国及び京都府に対して要望して参ります。 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１５年度 小学校１年生における３５人学級を実施 

平成１６年度 小学校２年生における３５人学級を実施 

平成１９年度 中学校３年生における３０人学級を実施 

 

○ 学校経常運営費については，本市の財政状況が極めて厳しい中，一定削減してお

りますが，この２年間は同水準を確保し，子ども一人あたりの教材費は１０年前と

比較してほぼ同水準を維持しております。また，光熱水費は平成１７年度以降削減

しておらず，光熱水費など管理的経費の節約分を，教材費や図書費など教育活動の

充実に充てることができるようにするなど，各校の状況に応じた予算執行ができる

ようにしているものであり，学校からも歓迎されております。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・学校経常運営費 ４，１７８，３９０千円 

 

○ 副校長・副教頭等の配置については，保護者・地域との連携や教職員組織の活性

化に大きな効果が表れていると認識しており，その成果を周知するなど更なる充実

に向けて取り組むとともに，学級担任等の教員の増員については，国及び京都府の

定数措置・財政措置が必要なため，引き続き国及び京都府に要望して参ります。 

 

（次ページに続く） 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０９ 

要  望  内  容 回     答 

・２０１１年度，市立学校の全棟耐震化計画の完全実施

をめざし，統合対象校も児童在籍中に実施すること。

幼，高校の耐震改修計画も作成し，早急に実施するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・老朽校舎等の改修計画を作成し，教育環境の整備を急

ぐこと。 

 

 

 

・専科教育の全校実施・実施学年拡大のため，専任教員

を配置すること。困難校加配教員の増員，養護教諭，

事務職員の複数配置をはかること。すべての市立学校

の教職員配置基準を明らかにすること。 

 

○ 学校施設の耐震補強工事については，８箇年計画のもと，コスト軽減を図るため

ＰＦＩ手法等も導入しつつ，学校統合等が議論されている学校や改築を計画してい

る学校等の特別な事情のある場合を除き，平成２２年度中に全ての小・中学校施設

の耐震化に着手します。 

 

○ 統合対象校については，数年後には児童・生徒が在籍しなくなることから，仮に

耐震化に着手しても工事完了前に統合を迎えるケースが多く，また，厳しい財政状

況のもと，その費用対効果も勘案し，実施を見送っているものです。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・学校施設の耐震化 ８１５，３８７千円 

（平成２１～２２年度契約ＰＦＩ事業の継続分） 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１７年度までに対象となるすべての学校施設の耐震診断を完了 

平成２１年度までに２２８校園・６５７棟の耐震補強工事を実施 

平成２２年度は３４校園・１３１棟の耐震補強工事を着手 

※京都市立小・中学校の耐震化率（平成２３年４月１日見込） 

   ９７．７％（全国：７３．５％（平成２１年度末現在）） 

 

○ 学校施設の整備・改修については，老朽度に応じて改築・改修する場合と，授業

等の学校教育活動に支障をきたさないよう緊急的に行う場合がありますが，今後と

も，厳しい財政状況ではありますが，各校の施設整備状況を十分に把握したうえ

で，必要度・緊急度に応じて，教育環境を整備して参ります。 

 

○ 専科教育については，国による特別な定数措置がない中，担任外教員の活用に加

え，本市独自予算で「スクール・サポーター」として非常勤講師を配置し，全小学

校で実施しております。 

（次ページに続く） 

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １０９ 

要  望  内  容 回     答 

 

 

○ 教職員配置については，一律・機械的な基準は設けず，京都府から配当された総

定数をもとに，全市的視野に立った も効果的な配置に努めており，困難校加配等

についてもその枠内で配置しております。 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１０ 

要  望  内  容 回     答 

 

110 全国学力テストには参加しないこと。 

 

○ 全国学力・学習状況調査については，児童・生徒の学力実態や学習習慣等を的確

に把握し，指導改善に活かすことができる有意義なものであり，今後とも，教育的

観点から有効に活用するとともに，学校の序列化や過度な競争につながることのな

いよう配慮して参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１１ 

要  望  内  容 回     答 

 

111 「ジョイントプログラム」，「学習確認プログラ

ム」は子どもを競争に追い立てるものであり中止する

こと。経費の保護者負担はやめること。 

 

○ 「ジョイントプログラム」及び「学習確認プログラム」については，児童・生徒

や学校・学級の順位づけを行うものではなく，児童・生徒一人一人が，学習内容を

計画的に総復習しその達成状況を定期的に確認し，自学自習の習慣付けを通じて確

かな学力の向上を図ることを主たる目的としており，平成２３年度も一層の充実を

図って参ります。 

 

○ 経費の保護者負担については，事前・事後学習資料，問題の解答・解説など，生

徒に還元するものを保護者負担とし，成績処理やデータ集計等に係る費用は公費負

担しております。また，要保護・準要保護の生徒については，全額公費負担として

おります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・京都市学習支援プログラム １０３，１７４千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１２ 

要  望  内  容 回     答 

 

112 公立高校の定員を見なおし，希望者全員が入れるよ

うにすること。 

・京都市・乙訓地域の総合選抜制度を堅持すること。 

 

 

 

・府・市立高校におけるⅠ類の特色選抜制度は止めるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「特色」づくりによる学校間の予算配分の偏重を是正

すること。 

 

 

 

 

○ 公立高校の定員については，本市立中学生の進学率の更なる向上を目指して，府

教委及び私学との緊密な連携・協議のもと，平成１３年度選抜以降１１年間で，全

日制の定員を約１,２００名相当増やしております。 

 

○ なお，義務教育でない高等学校への入学は，学校教育法施行規則第５９条に定め

られているとおり，「入学者選抜」として学力検査の結果等の資料を基に決定され

るものであり，希望者全員の入学を保障する高校入試制度の実現は不可能です。 

 

○ 京都市・乙訓地域の公立高校入学者選抜制度については，昭和６０年度の改善か

ら２５年以上が経過し，交通網の発達による通学条件の改善や各高校の特色化が進

む中，総合選抜を基本とする前制度の良さを活かしつつ，これまで以上に生徒が主

体的に希望する高校を選択できるよう平成２１年度選抜から制度改善したものであ

り，普通科第Ⅰ類における総合選抜制度については維持しております。今後，府教

委と連携し，現行制度の成果や課題を分析し，生徒・保護者のニーズに応じられる

よう更なる充実に努めて参ります。 

 

○ 特色選抜制度については，学校関係者・保護者からなる「京都市・乙訓地域公立

高等学校入学者選抜に係る懇談会」からの答申「京都市・乙訓地域の通学区域・選

抜方法の改善に向けて」を踏まえ，受験機会の複数化・評価尺度の多元化を図ると

ともに，生徒が自分の能力・適性，興味・関心，進路希望等に応じて，これまで以

上に主体的に希望する高校を選択できるよう平成２１年度選抜から導入したもので

あり，今後も継続して実施する予定です。 

 

○ 本市では，全ての児童・生徒に還元する教育条件の整備に努めており，学校への

予算配分について，一部の学校の特別扱いはありません。 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１３ 

要  望  内  容 回     答 

 

113 定時制高校の募集定員を増やし，すべての入学希望

者の進路を保障すること。 

 

○ 夜間定時制については，定職に就いている生徒が１割に満たないなど，入学する

生徒の状況変化や，中学３年生の９月時点での夜間定時制への進学希望が，毎年，

定員の４分の１にあたる１００名程度の希望に留まっていることなど，本来的な定

時制希望者に対する定員は確保できていると考えております。 

しかしながら，昨今の経済情勢や雇用環境の悪化を踏まえ，平成２３年度選抜に

おいては，府教委と協議のうえ，市内であわせて３０名の定員増を行います。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１４ 

要  望  内  容 回     答 

 

114 いじめ，暴力，学級崩壊の状況を正確に把握し，学

校への支援体制を強化すること。スクールカウンセラ

ーの全校配置，保健室登校などの実態を明らかにする

など，不登校の解決をめざし対策を具体化すること。

スクールソーシャルワーカーを増員すること。市立高

校に不登校生徒のための受検枠を設けること。 

 

○ 本市では，全中学校・高等学校を含む１１３校へのスクールカウンセラーの配置

や小学校へのスクールソーシャルワーカーの配置など，相談体制の充実に努めると

ともに，指導主事の学校訪問等により，日常的に学校を支援しております。とりわ

け，いじめについては，教育委員会各課の横断的組織である「いじめ問題プロジェ

クトチーム」を設けるとともに，年中無休２４時間体制の「いじめ相談２４時間ホ

ットライン」の開設・運営や，各校においていじめに関するアンケートを実施する

など子どもの実態把握に努めております。 

 

○ 不登校対策については，柔軟で特色ある教育課程を独自に編成する「洛風中学

校」や「洛友中学校」，旧学習施設等を活用し市内５学習室に開設している「ふれ

あいの杜」，民間のフリースクールとの連携など，不登校の子どもたちの学びと活

動の場の充実を図っております。 

 

○ 不登校生徒の受験枠については，平成１８年度の京都府公立高等学校入学者選抜

から長期欠席者特別入学者選抜を導入し，地理的条件等を考慮して配置された実施

校に，府内全域から受験可能としております。さらに，これまで実施されていた府

立朱雀高校に加え，平成２３年度からは，市立中学校長会の要望を踏まえ，府教委

との協議の結果，新たに府立乙訓高校で実施します。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・スクールカウンセラー等の配置 １７０，４４９千円 

 ・不登校対策            ６，９４３千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１５ 

要  望  内  容 回     答 

 

115 一人ひとりの子どもの発達を保障する障害児教育を

充実するため専任の教員を増員すること。総合支援学

校高等部職業科は入学希望者全員受け入れで，卒業後

の進路保障とアフターケアーを支援強化すること。 

 

○ 教職員の増員については，国及び京都府による教員の定数措置が必要であり，今

後とも，教職員定数改善を国及び京都府に要望して参ります。 

 

○ 総合支援学校高等部職業学科の定員拡大については，企業就職を希望する障害の

ある生徒及び保護者のニーズにより多く応えるため，平成２１年度に４８名から 

６０名とした職業学科の募集定員を，平成２３年度から更に１２名増やし，７２名

と大幅に拡大します。 

 

○ 卒業後の進路保障については，進路指導主事の専任化や，多くの企業，労働・福

祉関係団体等との連携・協力により，進路開拓やアフターケア等の取組を進めると

ともに，企業が求める人材を育成する職業教育「デュアルシステム」を一層推進す

るなど，今後とも，一人一人に応じた進路の実現に努めて参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１６ 

要  望  内  容 回     答 

 

116 総合支援学校の通学バスは直営に戻すこと。 

 

○ 総合支援学校のスクールバスについては，専門知識や技能を持つ運転手や介助員

等の確保が困難であることや必要な経費等を考慮し，専門の運行事業者への委託に

より運行しております。平成２２年度からは，それまでの毎年度入札から，より長

期的に安心・安全かつ安定した運行を図るため，３年間の長期継続契約を結んでい

るところであり，今後とも，運行事業者と密接に連携し，安心・安全な運行に努め

て参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１７ 

要  望  内  容 回     答 

 

117 子どもの全面発達の観点から，総合支援学校におけ

る障害種別の「総合化」についての検証と総括をおこ

ない，明らかにすること。 

 

○ 障害種別を超えた総合制・地域制養護学校への再編は，従来の障害種別に基づく

教育から，一人一人のニーズに応じた教育への転換等のために，平成１６年４月に

実施したものであり，その教育のあり方については，今後とも，学識経験者，保護

者，学校関係者，専門家等で構成する「総合育成支援教育の今後のあり方検討プロ

ジェクト会議」において調査・検討を進めて参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１８ 

要  望  内  容 回     答 

 

118 児童生徒数の増加に伴い，市内中心部に，総合支援

学校を直ちに新設すること。 

 

○ 総合支援学校の児童・生徒数は増加傾向にあり，教室等施設の拡充・整備が課題

であるため，現在，校舎内のオープンスペースを活用するとともに，旧学習施設

（楽只，壬生）や旧福ノ川保育所等の既存施設の活用を図っております。また，平

成２３年度に東山開睛小・中学校に統合されることに伴い，閉鎖校となる東山小学

校を白河総合支援学校高等部職業学科の分校として活用する予定です。 

 

○ 財政状況が大変厳しい中，総合支援学校の増設は困難ですが，今後も児童・生徒

数の推移を注視しながら，対応策を検討して参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １１９ 

要  望  内  容 回     答 

 

119 ＬＤ，ＡＤＨＤなどの児童生徒の実態調査を行い，

学校現場に，特別支援教育についての専門性を有する

専任・正規職員を配置するよう，国に働きかけ，市独

自でも 大限努力すること。 

 

○ ＬＤ等児童・生徒への指導や生活介助等のため，必要な全ての学校・園に本市独

自で総合育成支援員を配置するとともに，京都府から配当された定数を活用し非常

勤講師を配置するなど，子どもや学校の実態を十分把握して指導体制の充実に努め

ており，今後とも，支援の在り方を工夫・検討するとともに，引き続き教職員の定

数改善を国及び京都府に強く要望して参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２０ 

要  望  内  容 回     答 

 

120 総合支援学校の学校給食は，クックチル方式をや

め，自校方式に戻し充実させること。 

 

○ 総合支援学校の学校給食については，児童・生徒一人一人の障害や発達の状態に

応じたきめ細かい特別食，アレルギー対応食，カロリー調整食を提供でき，安全衛

生管理面でも優れていることからクックチル方式を採用しております。児童・生徒

をはじめ，保護者からも好評を得ており，今後とも一層の充実を図って参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２１ 

要  望  内  容 回     答 

 

121 「教員評価にもとづく給与査定」は行わないこと。

教育実践功績表彰等，一部の教職員の特別扱いをやめ

ること。 

 

○ 「教員評価に基づく給与査定」については，発揮された能力や業績を認め，処遇

上も報われることにより，職務遂行能力の向上と学校組織の活性化につなげるもの

であり，管理職については，京都府と同時期の平成２１年１２月から教員評価を給

与に反映しており，一般教職員についても，平成２３年２月に試行実施する予定で

す。 

 

○ 教育実践功績表彰等については，これまでから表彰対象職種の拡大を図るなど，

一部の教職員を対象としたものではなく，より多くの教職員の意欲と情熱溢れる取

組に対して表彰しているものであり，今後とも，「努力をしている教職員が正しく

評価される」表彰制度の運用に努めて参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２２ 

要  望  内  容 回     答 

 

122 栄養職員は複数校兼務ではなく一校一名の配置を行

うこと。保護者，生徒の声を反映させた学校給食の改

善を行うこと。学校給食検討委員会は市民に公開する

こと。 

 

○ 栄養教諭・栄養職員の定数については，国から措置される定数が全校配置できる

ものとなっていないため，本市では，複数校兼務をすることによって，可能な限り

多くの小学校に配置しております。今後とも，引き続き国に定数措置を強く要望し

て参ります。 

 

○ 学校給食については，児童・生徒から集約した感想等を，献立作成の参考として

いるほか，「学校給食検討委員会」等の会議には保護者代表にも参加していただく

など，今後とも児童・生徒及び保護者の声を踏まえ，よりよい学校給食の実施に努

めて参ります。なお，「学校給食検討委員会」での議案や議論内容等については，

各家庭にお知らせを配付するなど，内容の周知に努めているところです。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２３ 

要  望  内  容 回     答 

 

123 中学校給食の内容を改善すること。 

 

○ 中学校給食については，家庭からの手作り弁当の教育的効果を生かしつつ，弁当

を持参できない生徒に栄養バランスに配慮した食事を提供するため，給食か家庭か

らの弁当持参かを生徒・保護者が自由に選べる選択制を実施しております。 

 

○ 献立については，栄養士が各校の食教育主任の意見を取り入れた原案を作成し，

校長会が設置する「献立作成部会」で決定しており，食品衛生面や栄養バランスは

もちろん，季節に応じた旬の食材を多く取り入れ，おばんざいなどの京の伝統食や

行事にちなんだ献立を実施するなど，昼食指導における「生きた教材」となるよう

努めており，保護者の試食会においても，好評をいただいております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２４ 

要  望  内  容 回     答 

 

124 非正規教職員の正式任用をすすめること。教育活動

に専念できるよう身分保障と待遇の改善等，格差是正

を図ること。講師の長期休業中の任用を継続し，年度

末の「一日切り」はやめること。 

 

○ 教職員の身分，待遇などについては，府費の教職員の勤務条件は京都府が定めて

おり，市費の教職員も府並の原則に基づいているため，本市が独自で改善を図るこ

とは困難です。また，授業のない長期休業期間中については，本市の厳しい財政状

況の下， 大限の必要人数を確保するためにも，原則として任用は行わないことと

しております。なお，非正規教職員の正式任用については，臨時的任用職員の経歴

があることのみをもって正式任用を行うことはできません。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２５ 

要  望  内  容 回     答 

 

125 専任の図書館司書の全校配置，図書整備費の増額で

学校図書館の充実をはかること。 

 

○ 図書館司書については，本市では司書教諭の発令及び教員の司書教諭資格の取得

促進に努めており，法律で定められている１２学級以上の学校への司書教諭の配置

に加え，法律の基準に満たない１１学級以下の学校への配置を進めており，現在，

９割を超える学校に配置しております。 

 

○ 図書整備費については，学校経常運営費に統合し，学校の裁量による執行を可能

にしているほか，平成２１年度に引き続き，平成２２年度にも図書費を追加で配分

するなど，国の交付税措置を大きく上回る経費を学校に配分し，蔵書の充実を図っ

ております。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２６ 

要  望  内  容 回     答 

 

126 教職員の労働時間把握を継続し，時間外労働の縮減

に具体的に取り組むこと。教職員の事務量を軽減する

こと。健康のため休憩時間を確保すること。 

 

○ 教職員の労働時間の把握については，教職員の健康管理等を目的として，平成 

２１年度にタイムカードによる勤務時間管理の試行実施を開始し，平成２２年度に

は，ＩＣカードを利用したパソコンでのデータ管理が可能な勤務時間管理システム

による試行実施を引き続き行っており，今後，試行実施の結果を踏まえた対策を検

討して参ります。 

 

○ 教職員の事務量の軽減については，校長会等とともに「事務効率化プロジェクト

チーム」を設置し，調査文書等の削減や校務の電子化等を推進するとともに，主幹

教諭の配置など学校の校務運営体制の改善に取り組んでおります。 

 

○ 教職員の時間外労働の縮減や休憩時間の確保については，教職員の健康・増進に

ついて全校通知を行い，休憩時間の確保や勤務時間の振替制度等の各種制度の積極

的な活用，日頃の勤務状況・健康状態の把握，事務の効率化，長期休業期間におけ

る年次休暇の取得促進等について指示するとともに，ノー残業デーの設定や会議の

精選等の具体的な方法を例示するなど，各校における長時間労働の縮減に努めてお

ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２７ 

要  望  内  容 回     答 

 

127 教職員の労働安全衛生向上のため，中央安全衛生委

員会を設置し，総括衛生管理者の位置づけを明確にす

ること。総括産業医の職場巡回の回数を増やし，５０

人以下の学校にも，労働安全衛生委員会を確立するこ

と。障害児教育に携わる教職員に多い職業病対策を強

化すること。 

 

○ 学校における労働安全体制については，全ての学校・園に「健康管理医」・「衛

生推進者」を設置するとともに，教職員数５０人以上の学校には「産業医」・「衛

生管理者」・「衛生委員会」を設置し，法で求められている教職員の健康管理体制

を整備するとともに，その充実を図ってきたところです。 

 

○ また，本市独自の措置として設置する「総括産業医」が教職員数５０人以上の学

校を巡視し，全市的な視野での総合的な指導・助言を実施しており，今後とも，各

校・園の実情に則したより有効な労働安全衛生体制の確立を目指して参ります。 

 

○ 総合支援学校教職員や育成学級担任教員の職業病対策については，対象教職員に

腰痛・頸肩腕障害の特別検診を実施し疾病の早期発見に努めるなど，今後とも取組

の充実を図って参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２８ 

要  望  内  容 回     答 

 

128 「小中一貫校」導入による「学校統廃合」は，「教

育リストラ」「競争主義の激化」を目的としたもので

あり，中止すること。学校統廃合は，学校・学級の規

模・通学圏・障害児など通学困難生徒への影響等につ

いて，子どもを含む住民の合意を得ること。 

 

○ 本市の学校統廃合については，市民と行政が共に取り組む「共汗（きょうか

ん）」の精神に基づき，行政は議論に必要な情報提供等を行い，地域で十分に議

論・検討していただく「地元主導」を基本としており，新しい学校の開校に向けた

諸課題についても，地域住民・保護者の方々の意向を 大限に尊重しながら取組を

進めております。 

 

（経過・これまでの取組等） 

・取組実績 

平成２２年度までに，幼稚園１１園を３園に，小・中学校５３校を１５校に統合 

・今後の開校予定 

平成２３年度 開睛小・中学校（東山区の白川・新道・六原・清水・東山の５小

学校と洛東・弥栄の２中学校を統合し小中一貫校を新設） 

平成２４年度 凌風小・中学校（南区の陶化・東和・山王の３小学校を統合し陶

化中学校と合わせて小中一貫校を新設） 

平成２６年度 東山南部小中一貫校（東山区の一橋・月輪・今熊野の３小学校と

月輪中学校を統合し小中一貫校を新設） 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １２９ 

要  望  内  容 回     答 

 

129 厳しい市民生活をふまえ，就学援助制度の所得基準

額を引き上げ，援助額の増額を行うこと。特に市独自

に制服代の補助を行うこと。申請は区役所でも受け付

けること。国に対して準要保護世帯への国庫補助金復

活と増額を求めること。部活，ＰＴＡ会費等，就学援

助項目を拡大すること。 

 

○ 依然として厳しい社会経済状況を反映し，増加する対象者に対応するため，本市

では平成１７年度に国庫補助金が一般財源化された後も予算の増額に努め，平成 

２３年度も１０年前に比べ倍増の約１３億６千万円の予算を確保するなど， 大限

の努力をしており，これ以上の所得基準の引き上げは困難です。 

 

○ 標準服に対する補助については，国基準に基づき通学に必要な鞄，靴，服等を対

象品目として，小・中学校の第１学年児童・生徒には「新入学児童生徒学用品費

等」を，その他の学年の児童・生徒には「通学用品費」を支給しており，標準服を

対象品目とする補助を別途設ける考えはありません。 

 

○ 就学援助制度は，単に経済面だけでなく教育面も考慮した制度であり，担任等が

対象児童生徒の家庭訪問等により，家庭状況をきめ細かく把握することが重要であ

り，今後とも，家庭との連携を密に図るうえからも，学校において申請を受け付け

ることが必要であると考えております。 

 

○ 準要保護世帯への補助金については，引き続き国に対して，必要な財源措置の充

実を要望して参ります。 

 

○ 援助項目の拡大については，この間，小学生「長期宿泊・自然体験推進事業」や

中学生「学習確認プログラム」等を新たに対象に加えるなど制度の充実を図るとと

もに，所得基準額についても，生活保護基準の下落等に準じた引き下げを行わず，

実質的には基準を緩和しており，厳しい財政状況のもと，これ以上の新たな措置は

困難です。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・就学援助費 １，３６３，９９７千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３０ 

要  望  内  容 回     答 

 

130 義務教育の無償原則を教科書以外の分野にも拡大

し，保護者負担の軽減を図ること。学校教育で必要な

副読本は無償化すること。 

 

○ 我が国では，児童・生徒に直接還元される副読本等の学用品費等については，保

護者負担が原則であり，本市でも，これまでから保護者負担をお願いしておりま

す。一方で，義務教育無償の理念を踏まえ，教材の使用や校外活動の実施において

は，必要性や効果を十分精査するとともに，教材費等の予算措置に努めており，子

ども一人あたりの教材費は，１０年前と比較してほぼ同水準を維持しております。

今後とも，就学援助制度の活用も含めた，保護者負担の軽減に努めて参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・就学援助費 1，３６３，９９７千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３１ 

要  望  内  容 回     答 

 

131 市立小・中学校に通うすべての児童・生徒の遠距離

通学における公共交通機関の保護者負担をなくすこ

と。当面，通学補助額をさらに拡大すること。 

 

○ 市立小・中学校における通学費補助については，要保護及び準要保護児童生徒に

は全額補助し，それ以外の児童生徒にも通学距離に応じた一部補助を実施しており

ます。さらに，平成２２年度からは，従来の補助に加え対象者が同一世帯に２人以

上いる場合，１箇月の定期代が も高いもの以外の通学費を全額補助することとし

ました。今後とも，大変厳しい財政状況の下，現行補助制度を継続し，保護者負担

の軽減を図って参ります。 

 

（平成２３年度予算額） 

 ・遠距離通学補助事業 ３１，２０５千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３２ 

要  望  内  容 回     答 

 

132 大規模校を早急に解消すること。 

 

○ 本市では，普通学級が３１学級以上の大規模校は，御所南小学校と神川中学校で

す。 

 

○ 御所南小学校については，小中一貫教育の取組として，小学校６年生が京都御池

中学校で学ぶとともに，児童数の増加に対応するため，校舎増築を予定しており，

平成２３年度に実施設計等を行います。また，神川中学校についても，生徒数の増

加に対応するため，平成２３年度に校舎増築工事に着手する予定であるなど，今後

とも，子どもたちの教育環境の整備に努めて参ります。  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３３ 

要  望  内  容 回     答 

 

133 幼稚園の就園奨励金と教材費補助を増額し，基準の

枠を広げること。政令市 高の高すぎる幼稚園入園料

を廃止すること。 

 

○ 教材費補助と同時在園加算を含む私立幼稚園就園奨励費補助事業については，こ

れまでから毎年補助額の増額を図ってきており，今後とも，国補助制度を 大限活

用しつつ，私立幼稚園振興と保護者負担の軽減に努めて参ります。 

 

○ 幼稚園入園料については，ほぼ全ての政令市でも徴収されておりますが，本市で

は，大変厳しい財政状況の中，平成１８年度から徴収しており，市立幼稚園の教育

予算を充実させ，幼稚園事業の推進に生かすなど子どもたちに還元するとともに，

入園料減免の制度を設け，所得に応じて免除又は減額を行い，保護者負担の軽減に

努めております。 

 

（平成２３年度予算額） 

・私立幼稚園保護者助成 １，２７９，４８１千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３４ 

要  望  内  容 回     答 

 

134 国公立大学の学費を引き下げ，私立大学の授業料負

担を減らすよう，国に求めること。国の奨学金はすべ

て無利子に戻し，卒業後の年収が３００万円以下の場

合に返済を猶予する制度を確立するとともに，給付制

奨学金を創設するよう国に求めること。市としても独

自の奨学金制度を創設すること。 

 

○ 「指定都市教育委員・教育長協議会」から国に対し，奨学事業の充実について要

望してきたところ，国においては，学ぶ意欲と能力のある学生が経済的な面で心配

することなく，安心して学べるよう，平成２３年度予算（案）において，奨学金制

度の充実が図られております。 

 

○ 卒業後の返還猶予についても，奨学生本人の願い出により奨学金の返還期限の猶

予が認められております（経済困難の事由による認定の収入・所得の目安：給与取

得者の場合…年間収入金額（税込み）が３００万円以下）。 

 

○ 「指定都市市長会」から，「国立大学法人運営費交付金」及び「私立大学等経常

費補助金」の所要の予算額の確保に向けた要請を行ったところ，平成２３年度予算

（案）において，国立大学・私立大学の授業料減免等の充実が図られておりますの

で，本市としては，今後とも，引き続き，国の動向を注視して参ります。 

 

○ なお，大変厳しい本市財政状況の下，これ以上の本市独自の学費援助制度の新設

は，現在のところ考えておりません。 

 

（平成２３年度文部科学省予算（案）） 

○大学等奨学金の充実と健全性確保 

・貸与人員 １１８万４千人→１２７万人２千人（８万８千人増） ７．４％増 

             無利子 ９千人増（うち新規５千人増）２．６％増 

有利子 ７万９千人増        ９．５％増 

○国立大学・私立大学の授業料減免等の充実 

  ・国立大学 

   学部・修士 約３．４万人 → 約３．６万人（２千人増）   ５．９％増 

   博   士 約０．３万人 → 約０．６万人（３千人増） １００．０％増 

  ・私立大学  約２．９万人 → 約３．３万人（４千人増）  １３．８％増 

  



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３５ 

要  望  内  容 回     答 

 

135 公教育の原点に立ち返って，新学習指導要領の押し

つけをやめること。教育課程の編成は，保護者と教師

集団の自主的な取り組みを尊重すること。学校管理運

営規則を撤廃し，学校の自主性と裁量権を保障するこ

と。教職員の教育・研究の自由と自主性を保障するこ

と。学校研究費の予算は公平に配分すること。 

 

○ 学習指導要領は，全国的に一定の教育水準を保つため，教育課程編成のための大

綱的基準として，法令に基づいて国が定めているものであり，市立学校では，学習

指導要領の趣旨に基づく教育活動が展開されるよう，校長の権限と責任の下，教育

課程を編成しております。 

  

○ 学校の管理運営に関する規則は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 

３３条の規定に基づき定めているものであり，学校の円滑かつ適正な管理・運営を

図るために必要不可欠なものです。 

 

○ 教職員の教育・研究の自由と自主性の保障については，教職員・学校のニーズや

今日的教育課題を的確に踏まえた研修の精選・充実を図るとともに，総合的な教育

情報の提供拠点として，優れた指導案など８万点を超える指導資料を有する「カリ

キュラム開発支援センター」を設置するなど，教職員の自主的・創造的な研究・研

修活動を奨励するための取組の充実を図っております。 

 

○ 学校の研究経費については，今後とも，各学校が自校の特色を活かした研究を積

極的に行えるよう配分して参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３６ 

要  望  内  容 回     答 

 

136 教育委員会制度を堅持し，その歴史的経過をふまえ

一般行政からの独立性を確立すること。市民からの請

願・意見を審議すること。 

 

○ 本市では，全国の都道府県及び市町村等と同様に，地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第２条の規定に基づき，首長から独立した合議制の執行機関として教

育委員会を設置しており，今後とも，法の趣旨に基づき教育行政の専門機関として

その制度を継続していく考えです。 

 

○ 市民からの請願や意見については，これまでから教育委員会会議や教育委員会協

議会において事務局から報告等に基づき，審議・検討されており，今後とも，広く

市民の意見等を反映した教育行政の実現を目指して参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３７ 

要  望  内  容 回     答 

 

137 憲法に保障された内心の自由をおかす「日の丸」

「君が代」の押しつけ，教職員への「職務命令」によ

る指導の強制は行わないこと。 

 

○ 国旗・国歌の指導については，児童・生徒が，日本人としての自覚と国際社会の

一員としての資質を高める上で，重要な役割を果たすものであるため，我が国はも

とより，他国の国旗・国歌を尊重する態度の育成を目指し，指導の徹底を図ってお

ります。 

 

○ 各学校においては，法規としての性質を有する学習指導要領を基準として，校長

が教育課程を編成し，これに基づき教員が指導するものであり，国旗・国歌の指導

についても，今後とも，学習指導要領に基づき適正な指導を進めて参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３８ 

要  望  内  容 回     答 

 

138 ジュニア日本文化検定を教育課程に組み入れないこ

と。５・６年生全員受検の方針は撤回すること。 

 

○ ジュニア京都検定については，テキストブックを活用した指導や検定の実施など

を各学校に対して奨励しておりますが，教育課程内で実施するかどうかは各学校の

判断に委ねております。 

 

○ 検定の受検については，子どもたち自身が生活している京都の伝統や文化を体験

するきっかけとなるものであり，市立小学校５・６年生は無料で受検できることと

しておりますが，受検を強制するものではありません。 

 

（平成２３年度予算額） 

・歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定 １４,７００千円 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １３９ 

要  望  内  容 回     答 

 

139 スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業

は，児童の発達段階を無視したものであり見直すこ

と。当面全学校の児童・生徒の参加強制，保護者負担

をやめること。 

 

○ 本事業については，子どもたちが発達段階に応じて社会の働きや経済の仕組み，

社会と自分との関わり，社会に溢れる情報を適切に活用する力や自らの生き方につ

ながる生活設計能力等の育成を目的とした「生き方探究教育（キャリア教育）」を

推進するものであり，参加した児童・生徒，教職員，保護者，ボランティアの方か

ら効果的な学習であるとの高い評価を得ております。 

 

○ 各学校に対して参加を奨励しておりますが，強制しているものではなく，また，

保護者の方にはボランティアとして学習に参加いただくなどの協力を得ております

が，児童・生徒の交通費は全額公費負担とするなど，保護者負担の軽減を図っておりま

す。 

 

（平成２３年度予算額） 

・スチューデントシティ・ファイナンスパーク事業 ２７，４５６千円 

 

（経過・これまでの取組等） 

平成１８年度 スチューデントシティ・ファイナンスパーク学習の開始 

        スチューデントシティ実施校： ４０校 

ファイナンスパーク実施校 ：  ６校 

平成１９年度 スチューデントシティ実施校：１０１校  

ファイナンスパーク実施校 ： ２５校 

平成２０年度 スチューデントシティ実施校：１７７校（全校） 

  ファイナンスパーク実施校 ： ３２校 

平成２１年度 スチューデントシティ実施校：１７９校（全校） 

ファイナンスパーク実施校 ： ３２校 

平成２２年度 スチューデントシティ実施校：１７７校（全校） 

        ファイナンスパーク実施校 ： ４６校 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １４０ 

要  望  内  容 回     答 

 

140 学校教育におけるあらゆる暴力，体罰を一掃するこ

と。 

 

○ 暴力・体罰については，人間の尊厳を否定し，児童・生徒に屈辱感や苦しみを味

わわせ，教員との信頼関係を著しく損なう行為であるとの認識のもと，一切認めて

おりません。今後とも，校長を中心とした学校体制を確立し，校長会や各種研修会

を通して，教職員全体の問題として共通理解を図ることにより，人権尊重の教育実

践を推進し，体罰や暴力事件が起きない学校づくりに取り組んで参ります。 

  

 



平 成 ２ ３ 年 度 予 算 要 望 に 対 す る 回 答 ＮＯ． １４１ 

要  望  内  容 回     答 

 

141 事実上の同和教育の延長になっている人権教育はた

だちに見直すこと。 

 

○ 同和教育に係る特別施策については，「京都市同和問題懇話会」からの意見具申

を踏まえ，「平成１４年以降，同和地区児童・生徒のみを対象とする特別施策は行

わない」方針の下，順次，事業の廃止又は一般施策化を断行し，平成１２年度末を

もって完了しております。今後とも，同和問題も含め，様々な人権課題について，

子どもたちの発達段階に応じた人権教育の取組を進め，「人権文化」の息づく社会

の構築を目指して参ります。 

  

 




